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器
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史
密
簋

時
代

西
周
中
期

出
土陝

西
省
安
康
で
出
土
。
一
九
八
六
年
安
康
縣
（
現
安
康
市
漢
濱
區
關
廟
鎭
金
星

村
）
の
村
民
が
王
家
壩
遺
址
か
ら
掘
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
安
康
地
區

公
安
處
の
輯
私
隊
が
一
九
八
八
年
一
一
月
に
入
手
し
た
。
遺
跡
は
縣
城
の
東
、
王

井
溝
と
老
君
觀
の
間
、
漢
江
の
流
れ
か
ら
三
〇
〇m

離
れ
た
斷
崖
に
あ
る
。
周

代
の
か
な
り
大
き
な
規
模
の
集
落
遺
跡
で
あ
り
、
一
九
八
三
年
の
洪
水
で
一
部
が

え
ぐ
ら
れ
、
露
わ
に
な
っ
て
い
た
。

收
藏陝

西
安
康
地
區
博
物
館

著
錄器

影
お
よ
び
銘

の
拓
本
は
、
①
張
懋
鎔
・
趙
榮
・
鄒
東
濤
、
③
李
啓
良
、
お

よ
び
⑲
周
寶
宏
に
載
る
。
ま
た
『
近
出
殷
周
金

集
錄
』
四
八
九
に
、
器
影
と
銘

模
本
が
載
る
。
以
下
各
「
考
釋
」
參
照
。

考
釋

①

張
懋
鎔
・
趙
榮
・
鄒
東
濤
「
安
康
出
土
的
史
密
簋
及
其
意
義
」（『

物
』

一
九
八
九
年
第
七
期
）

②

吳
鎭

「
史
密
簋
銘

考
釋
」（『
考
古
與

物
』）
一
九
八
九
年
第
三
期
）

③

李
啓
良
「
陝
西
安
康
市
出
土
西
周
史
密
簋
」（『
考
古
與

物
』）
一
九
八
九

年
第
三
期
）

④

李
仲
操
「
史
密
簋
銘

補
釋
」（『
西
北
大
學
學
報
』
一
九
九
〇
年
第
一
期
）

⑤

李
學
勤
「
史
密
簋
所
記
西
周
重
要
史
實
考
」（『
中
國
社
會
科
學
院
硏
究
生
院

學
報
』
一
九
九
一
年
第
二
期
）

⑥

張
懋
鎔
「
史
密
簋
與
西
周
鄕
遂
制
度
―
附
論
〝
周
禮
在
齊
〞」（『

物
』

一
九
九
一
年
第
一
期
）

⑦

王

輝
「
史
密
簋
釋

考
地
」（『
人

雜
誌
』
一
九
九
一
年
第
四
期
）

⑧

李
仲
操「
再
論
史
密
簋
所
記
作
戰
地
點
」（『
人

雜
誌
』一
九
九
二
年
第
二
期
）

⑨

陳
全
方
・
尙
志
儒
「
史
密
簋
銘

的
幾
個
問
題
」（『
考
古
與

物
』

金
文
通
解

史
密
簋

村

上

幸

造



史
密
簋

九
二

一
九
九
三
年
第
三
期
）

⑩

沈
長
雲
「
由
史
密
簋
銘

論
及
西
周
的
華
夷
之
辨
」（『
河
北
師
院
學
報
』

一
九
九
四
年
第
三
期
）

⑪

劉

釗
「
讀
史
密
簋
銘

中
〝
됎
〞
字
」（『
考
古
』
一
九
九
五
年
第
五
期
）

⑫

張
懋
鎔
「
盧
方
・
虎
方
考
」（『

博
』
一
九
九
二
年
第
四
期
）

⑬

張
世
超
「
史
密
簋
〝
됎
〞
字
說
」（『
考
古
與

物
』
一
九
九
五
年
第
四
期
）

⑭

張
永
山
「
史
密
簋
銘

與
周
史
硏
究
」（『
盡
心
集
―
張
政
烺
先
生
八
十
慶
壽

論

集
』
中
國
社
會
科
學
院
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）

⑮

王
雷
生
「
由
史
密
簋
銘
看
羌
姓
萊
・
됫
族
的
東
遷
」（『
考
古
與

物
』

一
九
九
七
年
第
六
期
）

⑯

方
述
鑫
「「
史
密
簋
」
銘

中
的
齊
師
・
族
徒
・
遂
人
―
兼
論
西
周
時
代
鄕

遂
制
度
與
兵
制
的
關
係
」（『
四
川
大
學
學
報
』
一
九
九
八
年
第
一
期
）

⑰

劉

雨「
近
出
殷
周
金

綜
述
」（『
古

字
硏
究
』第
二
四
輯
、二
〇
〇
二
年
）

⑱

王

健
「
史
密
簋
銘

與
齊
國
的
方
伯
地
位
」（『
鄭
州
大
學
學
報
』

二
〇
〇
二
年
第
二
期
）

⑲

周
寶
宏
「
史
密
簋
銘

集
釋
」（『
近
出
西
周
金

集
釋
』
二
〇
〇
五
年
）

⑳

王

輝
「
史
密
簋
」（『
商
周
金

』

物
出
版
社
二
〇
〇
六
年
）

㉑

陳

劍
「
釋
愼
」（『
甲
骨
金

考
釋
論
集
』
綫
裝
書
局
、
二
〇
〇
七
年
。
原

載
『
簡
帛
硏
究
二
〇
〇
一
』
を
修
改
）

㉒

寇
占
民
「
金

釋
詞
二
則
」（『
中
原

物
』
二
〇
〇
八
年
第
六
期
）

㉓

林
楠
春
「
史
密
簋
銘

彙
釋
」（『
靑
年

學
家
』
二
〇
一
一
年
第
一
一
期
）

器
制全

高
（
殘
）11.65

cm

（
張
懋
鎔
・
趙
榮
・
鄒
東
濤
①
）、
ま
た13 cm

（『
近

出
殷
周
金

集
錄
』）、
口
沿
部
外
徑20.5 cm

、
內
徑20 cm

、
深
さ11.4 cm

、

腹
部
の
最
大
外
徑
は25.3

cm

、
圈
足
の
殘
高0.6

cm

。

口
が
す
ぼ
み
、
胴
體
部
の
下
部
が
膨
ら
ん
で
お
り
、
圈
足
（
圓
形
の
高
臺
）
で

あ
る
。
底
に
三
箇
所
、
等
間
隔
で
長
方
形
の
へ
こ
み
が
あ
り
、
も
と
も
と
四
足
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
發
見
時
、
蓋
は
な
く
、
口
の
周
り
に
擦
れ
た
痕
も
な
い

こ
と
な
ど
か
ら
、
も
と
か
ら
蓋
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
．
史
密
簋

器
影



立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究

第
一
號

九
三

銘
內
部
の
底
に
銘

が
あ
り
、
九
行
、
每
行
一
〇
字
、
そ
の
內
、
合

が
一
字
、

重

二
字
、
合
計
九
三
字
で
あ
る
。

□
（
惟
）
十
又
一
月
、
王
令
（
命
）
師
俗
史
密
、

曰
、
東
征
、
㪉
南
尸
（
夷
）、
盧
虎
、
會
杞

尸
（
夷
）
舟
尸
（
夷
）、

（
讙
）
不
쐪
（
質
）、
廣
伐
東
或
（
國
）、

齊
밍
（
師
）、
族
土
（
徒
）、
述
（
遂
）
人
、
乃
執
啚
寛

亞
、
師
俗
䢦
（
率
）
齊
밍
（
師
）
述
（
遂
）
人
左
□
（
周
）

伐
長
必
、
史
密
右
、
䢦
（
率
）
族
人
釐
（
萊
）

白
（
伯
）
僰
됎
、
周
伐
長
必
、
隻
（
獲
）
百
人
、

對
揚
天
子
休
、
用
乍
（
作
）
朕

考

乙
白
（
伯
）
깻
렉
（
簋
）、
子
二
孫
二
其
永
寶
用
、

一
．
史
密
簋

拓
本

□
（
惟
）
十
又
一
月

冒
頭
の
不
鮮
明
な
字
は「
隹
」（
惟
）と
釋
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。合

の「
一

月
」
に
問
題
が
あ
る
。
①
吳
鎭

は
、「
月
」
の
上
部
の
橫
畫
が
直
線
で
あ
る
と

し
て
「
二
月
」
の
合

と
解
釋
す
る
。
⑲
周
寶
宏
も
そ
れ
從
う
。
し
か
し
、
拓
本

を
見
た
限
り
、
灣
曲
し
て
お
り
直
線
に
は
見
え
な
い
。「
一
月
」
と
釋
す
る
方
が

妥
當
で
あ
ろ
う
。

周
曆
の
十
一
月
は
夏
曆
（
つ
ま
り
今
の
陰
曆
）
九
月
に
あ
た
る
。
農
事
が
終
わ

り
、
軍
事
行
動
を
起
こ
す
季
節
で
あ
る
。

王
令
（
命
）
師
俗
史
密
、
曰
、
東
征
、

王
が
師
俗
と
史
密
に
遠
征
を
命
じ
た
こ
と
を
い
う
。

師
俗
の
名
は
、
懿
王
期
に
屬
す
る
師
晨
鼎
（
集
成
二
八
一
七
）・
師
酉
鼎
（
新

收
一
六
〇
〇
）
に
も
見
え
、
ま
た
共
王
期
に
屬
す
る
師
永
盂
（
永
盂
）（
集
成

一
〇
三
二
二
）
に
は
「
師
俗
父
」
と
あ
り
、
南
季
鼎
に
は
、「
伯
俗
父
」
と
あ
る
。

史
密
の
名
は
こ
の
器
が
初
出
で
あ
り
、
こ
の
器
の
作
者
で
あ
る
。

㪉
南
尸
（
夷
）、盧
虎
、會
杞
尸
（
夷
）
舟
尸
（
夷
）、
（
讙
）
不
쐪
（
悊
）、

廣
伐
東
或
（
國
）、

南
夷
の
叛
亂
の
狀
況
を
述
べ
る
。



史
密
簋

九
四

「
㪉
」
は
金

で
は
こ
の
用
例
の
み
で
あ
る
。「
㪉
」
字
に
つ
い
て
、『
爾
雅
』

釋
詁
に
、「
㪉
、
猶
合
也
」
と
あ
り
、
ま
た
『
說

』
攴
部
に
、「
㪉
、
合
會
也
、

從
攴
合
、合
亦
聲
」
と
あ
る
。
し
か
し
「
會
合
」
の
意
に
と
る
と
、下

に
も
「
會
」

が
あ
り
、
意
味
が
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
會
」
を
國
族
の
「
鄶
」
と
す

る
と
、
周
に
敵
對
す
る
「
廣
伐
東
或
（
國
）」
の
主
語
が
見
當
た
ら
な
く
な
る
。

南
夷
の
盧
虎
そ
の
他
が
叛
亂
の
主
體
の
は
ず
で
あ
る
。

第
二
に
、副
詞
と
し
て
「
ち
ょ
う
ど
行
き
あ
た
る
」
の
意
に
と
る
解
釋
が
あ
る
。

④
李
仲
操
は
、『
說

』
の
「
㪉
」
に
い
う
「
合
會
也
」
を
、「
機
會
」「
時
機
」

の
意
と
し
、
後
の
「
會
」
を
國
族
の
「
鄶
」
と
す
る
。
ま
た
「
盧
」
字
を
「
膚
」

と
釋
し
て
「
믭
」「
껿
」
に
作
る
國
名
と
し
、
徐
中
舒
說
（
出
典
を
明
記
せ
ず
）

に
從
い
今
の
山
東
の
「
莒
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
更
に
後
ま
で

を
續
け

て
、
以
下
の
よ
う
に
現
代
語
譯
す
る
。「
正
當
南
夷
中
的
莒
虎
會
及
杞
夷
舟
夷
不

敬
、
廣
伐
東
國
的
齊
師
族
徒
遂
人
、
居
然
拘
捕
郊
鄙

邑
武
官
之
際
、
師
俗
率
領

…
…
’【
ち
ょ
う
ど
南
夷
の
莒
・
虎
・
會
お
よ
び
杞
夷
・
舟
夷
が
不
敬
で
、
廣
く
東
國
の
齊
師
・

族
徒
・
遂
人
を
伐
ち
、
な
ん
と
郊
鄙
の

邑
の
武
官
を
捕
え
た
際
に
、
師
俗
は
…
…
を
率

い
て
…
…
】
。
國
族
名
を
は
じ
め
、
語
句
の
後
半
部
分
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
。

⑤
李
學
勤
の
解
釋
も
こ
れ
に
近
い
が
、「
廣
伐
東
國
」で
斷
句
す
る
。「
㪉
」を
、「
値

る
」「
逢
う
」
と
訓
じ
、「
會
」
も
動
詞
に
讀
む
。
つ
ま
り
、「
適
逢
南
夷
中
的
盧
・

虎
與
杞
・
舟
勾
結
、
作
亂
不
敬
、
侵
擾
了
周
朝
的
東
土
」【
ち
ょ
う
ど
南
夷
の
盧
・

虎
が
杞
夷
・
舟
夷
と
結
託
し
、
亂
を
起
こ
し
て
不
敬
、
周
朝
の
東
土
を
侵
し
た
時
に
當
た
る
】

と
い
う
。

第
三
の
解
釋
が
あ
る
。

①
張
懋
鎔
・
趙
榮
・
鄒
東
濤
は
、「
㪉
南
夷
」
が
「
東
征
」
の
目
標
で
あ
り
、

「『
㪉
』
字
爲
會
意
字
、
卽
用
手
（
或
持
物
）
敲
擊
、
使
器
皿
與
蓋
嚴
合
、
這
是

它
的
本
義
、本
銘
『
㪉
』
字
正
用
其
本
義
、卽
合
而
擊
之
、或
曰
圍
而
合
之
」【『
㪉
』

字
は
會
意
字
で
あ
り
、つ
ま
り
手
で
（
或
い
は
物
を
持
っ
て
）
敲
い
て
、器
皿
と
蓋
と
を
ぴ
っ

た
り
と
合
わ
せ
る
こ
と
が
、
そ
の
本
義
で
あ
る
。
本
銘
の
『
㪉
』
字
は
正
に
そ
の
本
義
を

用
い
て
お
り
、
つ
ま
り
合
せ
て
そ
れ
を
擊
つ
、
或
い
は
圍
ん
で
そ
れ
を
合
わ
せ
る
】
と
主

張
す
る
。
つ
ま
り
、
對
戰
す
る
、
擊
っ
て
併
合
す
る
と
い
う
意
に
解
す
る
。
た
だ

し
こ
の
意
味
で
の
用
例
が
他
に
見
出
せ
な
い
。

こ
こ
で
は

意
よ
り
、
①
張
懋
鎔
・
趙
榮
・
鄒
東
濤
に
從
い
、「
對
戰
す
る
」

と
解
し
て
、「
う
つ
」
と
訓
じ
る
こ
と
と
す
る
。「
伐
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
從
っ

て
命
じ
ら
れ
た
內
容
は
、「
東
征
、
㪉
南
夷
」【
東
征
し
、
南
夷
を
㪉う

て
】
で
あ
る
。

「
盧
虎
」
に
「
夷
」
字
が
付
か
な
い
の
は
、
直
前
に
「
南
夷
」
と
あ
る
か
ら
、
繁

を
省
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
、「
廣
伐
東
國
」
ま
で
が
叛
亂
の
狀
況
說
明
で
あ

る
と
す
れ
ば

意
が
明
瞭
と
な
る
。

尸
は
夷
、
西
周
後
期
に
な
る
と
弓
が
加
わ
っ
た
字
形
で
表
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
字
は
金

に
習
見
す
る
。
南
夷
は
、
一
般
に
江
漢
流
域
に
住
し
た
夷
を

指
し
、
盧
と
虎
は
そ
の
有
力
な
方
國
・
部
族
の
名
で
あ
り
、
周
と
敵
對
し
た
。
銘

の
「
盧
」
字
は
下
部
が
「
皿
」
で
は
な
く
、「
口
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
字

で
あ
る
。

⑫
張
懋
鎔
は
こ
の
盧
虎
二
者
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
考
證
し
て
い
る
。

武
王
克
殷
時
の
盧
方
が
、
こ
の
器
の
銘

に
よ
り
西
周
晩
期
（
マ
マ
）
に
な

お
存
在
し
て
い
た
。
顧
棟
高『
春
秋
大
事
表
』に
、南
蠻
の「
盧
戎
」を
載
せ
、

湖
北
南
漳
の
東
北
、
中
廬
鎭
に
比
定
す
る
。「
南
夷
」
は
、
當
時
の
周
人
が

江
漢
流
域
の
夷
を
指
す
呼
稱
で
あ
る
。
金

に
「
南
夷
」「
東
夷
」
の
竝
稱
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例
が
あ
り
、「
南
夷
」
が
前
に
置
か
れ
る
。
厲
王
の
㝬
鐘
（
集
成
二
六
〇
）
に
、

「
南
夷
東
夷
具
見
、
廿
又
六
邦
」【
南
夷
・
東
夷
具
に
見
ゆ
る
も
の
、
廿
又
六
邦
】

と
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
集
團
の
住
地
は
近
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
路
史
』

に
見
え
る
夏
代
の
盧
氏
が
殷
代
の
侯
伯
の
盧
國
で
あ
り
、
河
南
西
部
に
い
た

が
、
殷
に
追
わ
れ
て
湖
北
西
部
に
移
動
し
た
。『
左
傳
』
桓
公
十
三
年
に
、

楚
の
屈
瑕
が
羅
を
伐
つ
と
、「
羅
與
盧
戎
兩
軍
之
、
大
敗
之
」【
羅
と
盧
戎
と

兩
と
こ
ろ
よ
り
之
に
軍
し
、
大
い
に
之
を
敗
る
】
と
あ
る
。
春
秋
の
羅
國
は
湖
北

の
宣
城
縣
の
西
で
あ
り
、
盧
國
は
必
ず
そ
の
近
邊
で
あ
る
の
で
、
南
漳
に
比

定
さ
れ
る
。

虎
方
の
名
は
、
昭
王
期
の
中
方
鼎
（
集
成
二
七
五
一
・
二
七
五
二
）
に
、「
唯

王
命
南
宮
伐
反
虎
方
之
年
」【
唯
れ
王

南
宮
に
命
じ
て
反
き
し
虎
方
を
伐
た
し

め
し
の
年
】と
見
え
る
。
李
學
勤『
殷
代
地
理
簡
論
』の
漢
水
流
域
說
を
引
き
、

ま
た
郭
沫
若
『
兩
周
金

辭
大
系
』
中
쀈
・
其
二
（
前
揭
中
方
鼎
に
同
じ
）

に
「
當
在
江
淮
流
域
」
と
あ
る
の
を
引
き
、
盧
方
と
虎
方
が
竝
列
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
漢
水
流
域
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
盧
は
後
の
春
秋
時
代
に
な
っ
て
楚
に
滅
ぼ
さ
れ
、
廬
邑
と
な
っ
て
お

り
、『
左
傳
』

公
十
六
年
に
「
自
廬
以
往
、
振
廩
同
⻝
」【
廬
自
り
以
て
往
き
、
廩く
ら

を
振あ
ば

き
て
同
に
⻝
ら
ふ
】
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
、
と
顧
棟
高
『
春
秋
大
事
表
』

は
い
う
。

以
上
の
他
、多
く
の
學
者
が
江
漢
流
域
と
比
定
す
る
の
に
對
し
、⑭
張
永
山
は
、

下
記
の
理
由
で
淮
水
流
域
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

金

中
で
は
「
淮
夷
」
と
「
南
淮
夷
」
と
い
う
呼
稱
が
多
い
。「
南
夷
」
の

語
は
西
周
晩
期
の
周
鐘
・
競

・
無
됫
簋
等
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
南
夷

と
東
夷
が
竝
稱
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
兩
者
は
鄰
り
合
っ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。「
東
夷
」
は
一
般
に
淮
泗
以
北
の
今
の
山
東
地
區
の
夷
人
を
指
す
。

競

（
集
成
五
四
二
五
）
は
遠
征
の
方
向
を
、「
以
成
師
卽
東
、命
伐
南
夷
」【
成

師
を
以
て
東
に
卽
き
、
命
じ
て
南
夷
を
伐
た
し
む
】
と
記
し
て
お
り
、
成
周
か
ら

南
で
は
な
く
東
に
向
か
っ
て
い
る
。

卜
辭
に
見
え
る
盧
方
に
つ
い
て
は
、
武
丁
期
の
遠
征
は
多
く
が
、
晉
南
の
多

方
と
淮
河
流
域
の
危
方
に
關
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
當
時
の
殷
に
川
鄂
や
隴

東
地
區
な
ど
へ
遠
征
す
る
實
力
は
な
く
、
ま
た
危
方
と
盧
方
の
叛
服
が
ほ
ぼ

同
時
期
で
あ
る
。

そ
し
て
『
漢
書
』
地
理
志
・
廬
江
郡
に
、
應
劭
は
「
廬
州
、
古
廬
子
國
也
」

と
注
し
、『
水
經
注
』
淮
水
は
そ
の
說
に
從
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
通
典
』
は
、

「
廬
州
、古
廬
子
國
也
、春
秋
舒
國
之
地
」
と
付
け
加
え
る
。
ま
た
『
路
史
』

國
名
記
は
、『
九
域
志
』
の
「
廬
州
、古
廬
子
國
、有
廬
氏
（
按
、廬
與
盧
通
）」

を
引
く
。
漢
や
唐
宋
の
人
が
廬
州
舒
縣
（
今
の
安
徽
舒
城
、
合
肥
の
西
南
、

六
安
の
東
南
）
と
見
な
し
た
の
は
無
視
で
き
な
い
。

虎
方
に
つ
い
て
も
、
⑭
張
永
山
は
江
漢
流
域
說
を
批
判
し
、『
左
傳
』
哀
公
四

年
に
、「
楚
人
旣
克
夷
虎
、
乃
謀
北
方
」【
楚
人
旣
に
夷
虎
に
克
ち
、
乃
ち
北
方
を
謀
る
】

と
あ
る
の
を
取
り
上
げ
、
こ
の
「
夷
虎
」
は
淮
河
中
流
域
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
盧
と
虎
の
地
望
は
、
淮
水
の
南
、
漢
水
・
長
江
の
北

で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
。

な
お
、
前
揭
④
李
仲
操
は
、
盧
を
「
膚
」
と
釋
し
、「
믭
」「
껿き
ょ

」
に
作
る
國
名

と
し
「
莒
」
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
「
껿
」
は
當
時
、
今
の
膠
州
西
南
の
介
根

（
前
漢
の
計
斤
縣
）
に
あ
り
、
春
秋
の
初
め
に
「
莒
」
に
移
っ
た
國
で
あ
り
、
東



史
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九
六

夷
に
屬
し
、
南
夷
で
は
な
い
。

杞
夷
は
杞
國
。『
史
記
』
陳
杞
世
家
に
、「
杞
東
樓
公
者
、夏
后
禹
之
後
苗
裔
也
、

殷
時
或
封
或
絕
、
周
武
王
克
殷
紂
、
求
禹
之
後
、
得
東
樓
公
、
封
之
於
杞
、
以
奉

夏
后
氏
祀
」【
杞
の
東
樓
公
な
る
者
、
夏
后
禹
の
後
苗
裔
也
、
殷
の
時
或
い
は
封
ぜ
ら
れ

或
い
は
絕
ゆ
、
周
の
武
王

殷
紂
に
克
ち
、
禹
の
後
を
求
め
、
東
樓
公
を
得
て
、
之
を
杞

に
封
じ
、
以
て
夏
后
氏
の
祀
を
奉
ぜ
し
む
】
と
あ
り
、「
集
解
」
は
宋
忠
の
「
杞
、
今

陳
留
雍
丘
縣
也
」
を
引
く
。
そ
こ
は
今
の
河
南
杞
縣
の
地
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
の
後
、
春
秋
時
代
以
前
に
今
の
山
東
に
遷
っ
て
い
る
が
、
そ
の
時
期

と
遷
移
の
理
由
、
ま
た
ど
こ
に
都
し
た
の
か
は
、
史
書
に
記
載
が
な
く
不
明
で
あ

る
。『
左
傳
』
隱
公
四
年
の
、「
王
二
月
、
莒
人
伐
杞
、
取
牟
婁
」【
王
の
二
月
、
莒

人

杞
を
伐
ち
、
牟
婁
を
取
る
】
の
注
に
、

桓
六
年
、
淳
于
公
亡
國
、
杞
似

之
、
遷
都
淳
于
、
僖
十
四
年
、
又
遷
緣
陵
、

襄
二
十
九
年
、
晉
人
城
杞
之
淳
于
、
杞
又
遷
都
淳
于
、
牟
婁
杞
邑
」【
桓
六
年
、

淳
于
公

國
を
亡
ひ
、杞

之
を

せ
る
に
似
た
り
、都
を
淳
于
に
遷
す
。僖
十
四
年
、

又
た
緣
陵
に
遷
る
。
襄
二
十
九
年
、
晉
人

杞
の
淳
于
に
城
き
づ
く
。
杞
又
た
都
を

淳
于
に
遷
す
。
牟
婁
は
杞
の
邑
な
り
】

と
あ
る
。
牟
婁
は
今
の
諸
城
の
西
で
あ
る
。
當
初
は
、淳
于（
山
東
安
邱
の
東
北
）・

緣
陵
（
山
東

坊
の
南
）
付
近
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

淳
于
に
移
る
以
前
の
地
に
つ
い
て
⑤
李
學
勤
は
、
一
連
の
杞
器
、
つ
ま
り
杞

伯
每
聎
鼎
（
集
成
二
四
九
四
・
二
四
九
五
）・
杞
伯
每
聎
簋
（
集
成
三
八
九
八
―

三
九
〇
二
）（
白
川
氏
は
「
聎
」
字
を
「
匄
」
と
釋
す
）
を
擧
げ
、
こ
れ
ら
の
禮

器
が
出
土
し
た
の
が
山
東
新
泰
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
當
時
の
杞
は
新
泰
の

付
近
に
あ
っ
た
と
す
る
。
新
泰
は
曲
阜
の
東
北
で
あ
り
、
淳
于
に
も
近
い
。

杞
が
な
ぜ
夷
と
稱
さ
れ
て
い
る
の
か
。
⑤
李
學
勤
は
、
そ
れ
は
東
夷
の
習
俗
を

採
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。『
左
傳
』
襄
公
二
十
九
年
に
、「
杞
、夏
餘
也
、

而
卽
東
夷
」【
杞
、
夏
の
餘
也
、
而
し
て
卽
ち
東
夷
】
と
あ
り
、
杜
預
は
、「
行
夷
禮
」

と
注
す
る
。
ま
た
同
年
の
經
に
杞

公
を
「
杞
子
」
と
し
て
お
り
、
傳
は
、「
書

曰
子
、
賤
之
也
」【
書
し
て
子
と
曰
ふ
は
、
之
を
賤
し
め
ば
也
】
と
い
い
、
杜
預
は
、「
賤

其
用
夷
禮
」【
其
の
夷
禮
を
用
ゐ
る
を
賤
し
む
】
と
解
し
て
い
る
。

舟
は
州
に
通
じ
る
。『
荀
子
』
君
道
に
「
乃
擧
太
公
於
州
人
4

4

而
用
之
」【
乃
ち
太

公
を
州
人
よ
り
擧
げ
て
之
を
用
う
】
と
あ
り
、『
韓
詩
外
傳
』
は
そ
れ
を
「
乃
擧
太
公

於
舟
人
4

4

而
用
之
」
に
作
る
。
古
音
は
幽
部
照
紐
、全
く
の
同
音
で
あ
る
。『
春
秋
』

の
經

・
桓
公
五
年
に
、「
冬
、
州
公
入
曹
」
と
あ
り
、
孔
穎
逹
の
疏
は
「
世
本
、

州
、
國
、
姜
姓
」
と
い
い
、『
左
傳
』
は
、「
冬
、
淳
于
公
入
曹
」
に
作
り
、
杜
預

は
、「
淳
于
、
州
國
所
都
」【
淳
于
、
州
國
の
都
す
る
所
】
と
注
す
る
。
淳
于
は
今
の

山
東
安
邱
の
東
北
で
あ
り
、
後
に
杞
が
都
を
置
い
た
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
兩

者
が
近
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
ぜ
舟
が
夷
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
李
學
勤
は

言
及
し
て
い
な
い
。
⑦
王
輝
は
、
周
初
の
「
井
侯
簋
」
に
、「
臣
」
を
賞
賜
さ
れ

た
「
州
人
」
が
お
り
、
州
國
は
そ
の
後
代
で
あ
る
と
述
べ
、
後
、
常
に
周
と
敵
對

し
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

「

（
讙
）
不
쐪
（
悊
）」
の
三
字
は
、そ
れ
ぞ
れ
國
族
名
と
と
る
說
も
あ
る
が
、

直
前
の
二
者
に
「
夷
」
が
付
く
の
に
對
し
て
一
字
名
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
。

や
は
り
こ
こ
は
、
後

の
「
廣
伐
東
或
（
國
）」
へ
と
續
く
、
周
へ
の
敵
對
行
動

の
描
寫
に
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
解
釋
に
は
諸
說
あ
る
。

⑦
王
輝
は
、「

」
を
「
讙
」
と
讀
み
、「
譁
也
」
と
し
、
例
と
し
て
、『
廣
雅
』
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釋
詁
の
「
讙
、鳴
也
」
と
、『
說

』
の
「
讙
、譁
也
」
を
擧
げ
、そ
の
他
、『
荀
子
』

の
「
讙
」
字
の
用
例
二
つ
を
引
き
、『
漢
書
』
陳
平
傳
の
「
諸
將
盡
讙
」【
諸
將
盡

く
讙
し
】
に
、
顏
師
古
が
「
讙
、
囂
而
議
也
」
と
注
す
る
の
を
引
く
。
騷
が
し
い

意
で
あ
り
、「
か
ま
び
す
し
」
と
訓
じ
る
。「
쐪
」
は
「
折
」
と
釋
し
、「
悊
」
に
通
じ
、

『
說

』
に
、「
悊
、
敬
也
」
と
あ
る
の
に
從
い
、「
不
쐪
」
を
「
不
敬
」
と
す
る
。

た
だ
し
「
悊
」
字
の
こ
の
訓
釋
は
『
說

』
以
外
の
典
籍
に
實
例
が
見
え
ず
、
通

例
は
「
哲
」
字
に
通
じ
る
と
し
て
、「
智
」
等
と
訓
じ
る
。

そ
の
他
、
②
吳
鎭

は
「
折
」
字
に
釋
す
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
が
、「
不
屈
、

不
服
」
の
意
と
す
る
。

さ
ら
に
⑨
陳
全
方
は
、摩
損
し
た
こ
の
字
を
上
下
の

意
か
ら
、「
陟
」と
釋
す
。

「
班
簋
」（
集
成
四
三
四
一
）
の
「
否

屯
陟
」
を
、洪
家
義
『
金

選
注
繹
』（
江

蘇
敎
育
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
班
簋
が
、「
陟
、
借
爲
躓
」
と
し
、『
廣
雅
』
釋

詁
の「
躓
、蹋
也
」を
引
く
の
に
從
い
、「
踏
み
に
じ
る
」意
と
す
る
。
し
か
し「
陟
」

の
古
音
は
職
部
、「
躓
」
は
質
部
に
屬
し
て
全
く
異
な
り
、
ま
た
訓
詁
の
例
も
見

當
た
ら
な
い
の
で
、
こ
の
假
借
は
認
め
が
た
い
。
な
お
⑨
陳
全
方
・
尙
志
儒
は
、

直
前
の
二
字
を
、「

（
觀
）」
と
「
不
（

）」
の
國
名
と
し
て
い
る
。

⑭
張
永
山
は
、「

」
を
「
觀
」（
し
め
す
）、「
不
쐪
」
を
「

阺
」
と
釋
し
、

「
南
夷
た
ち
が

の
そ
ば
の
丘
に
兵
を
竝
べ
て
蠢
動
し
た
」
と
解
釋
す
る
。

⑰
劉
雨
も
同
樣
に
、「

」
を
「
觀
」
と
釋
し
、「
觀
兵
」
の
義
、
つ
ま
り
武
威

を
輝
か
す
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、「
쐪
」
字
を
㉑
陳
劍
に
從
い
「
質
」
と
釋
し
、

「
樸
實
」「
質
樸
」
の
意
で
あ
り
、「
不
本
分
」【
分
に
本
づ
か
ず
】〔
お
と
な
し
く

し
て
い
な
い
〕
と
す
る
。
な
お
「
觀
兵
」
の
語
は
自
軍
に
對
し
て
使
う
表
現
で
あ

り
、
叛
亂
軍
の
描
寫
と
し
て
は
相
應
し
く
な
い
と
思
え
る
が
、
彼
は
こ
の
句
の
主

語
を
、
師
俗
・
史
密
と
し
て
い
る
。

㉑
陳
劍
は
、
他
器
に
見
え
る
「
뢿
」「
붋
」
等
々
の
字
を
、
簡
牘
に
見
え
る
類

似
の
字
形
と
と
も
に
論
じ
て
、
そ
れ
が
「
質
」
字
で
あ
り
、
陽
入
對
轉
の
「
愼
」

と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
考
證
の
過
程
で「
史
密
簋
」に
言
及
し
、「
쐪
」

を
「
斦
」
と
釋
し
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
（
四
五
頁
の
脚
注
②
）。

疑
當
讀
爲
「
質
」。「
質
」
在
古
書
中
常
用
爲
質
地
本
性
一
類
意
思
、
由
此
引

申
出
樸
質
・
樸
素
・
純
樸
・
質
樸
等
意
。
這
一
類
意
義
大
致
可
以
用
「
安
於

本
性
」
和
「
安
守
本
分
」
來
槪
括
。
本
銘
說
諸
夷
人
「
不
質
」、
大
槪
就
是

不
安
分
的
意
思
、
猶
今
語
所
謂
「
不
老
實
」。【
お
そ
ら
く
質
に
讀
む
べ
き
で
あ

ろ
う
。「
質
」
は
古
書
で
は
常
に
質
地
〔
性
質
〕
や
本
性
の
類
の
意
味
で
用
い
、
そ
こ

か
ら
樸
質
・
樸
素
・
純
樸
・
質
樸
等
の
意
に
引
伸
し
た
。
こ
れ
ら
の
意
義
は
ほ
ぼ
「
本

性
に
安
ん
じ
る
」
と
か
「
本
分
を
安
守
す
る
」
と
括
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
銘
に

夷
人
た
ち
が
「
不
質
」
で
あ
る
と
言
う
の
は
、
ほ
ぼ
つ
ま
り
「
分
に
安
ん
ぜ
ず
」
と

い
う
意
味
で
あ
り
、ち
ょ
う
ど
現
代
語
の
「
不
老
實
」〔
お
と
な
し
く
な
い
〕
で
あ
る
。】

史
密
簋
の
他
の
箇
所
に
つ
い
て
㉑
陳
劍
は
、
釋
字
を
示
す
だ
け
で
考
釋
は
し
て
い

な
い
。
こ
れ
よ
り
先
に
、「
쐪
」
類
の
字
と
「
德
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
金

の

例
を
以
下
の
よ
う
に
引
く
。
從
來
す
べ
て
「
哲
」
と
釋
さ
れ
て
い
る
。
な
お
原

は
拓
本
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
隷
定
し
た
字
を
補
っ
た
。

師
望
鼎
（
集
成
二
八
一
二
・
西
周
中
期
）

穆
穆
克
盟
（
明
）
氒
（
厥
）
心
、
뢿
（

）
氒
（
厥
）
德
、用
辟
于
先
王
、

得
屯
（
純
）
亡
敃
（
愍
）、【
穆
穆
と
し
て
克
く
厥
の
心
を
明
か
し
、厥
の
德
を
뢿
し
、

用
て
先
王
に
辟つ
か

へ
、
純
も
っ
ぱ
ら
愍う
れ

ひ
亡
き
を
得
た
り
】

大
克
鼎
（
集
成
二
八
三
六
・
西
周
晩
期
）



史
密
簋

九
八

뢭
（
淑
）
悊
（

）
氒
（
厥
）
德
、
벣
（
肆
）
克
龏
（
恭
）
保
氒
（
厥
）

辟
龏
（
恭
）
王
、【
淑
く
厥
の
德
を
悊
し
、肆
に
克
く
恭
し
く
厥
の
辟
恭
王
を
保
つ
】

梁
其
鐘
（
集
成
一
八
七
・
西
周
晩
期
）

不（
丕
）顯
皇
且（
祖
）考
、穆
穆
異（
翼
）異（
翼
）、克
엌（

）
氒
（
厥
）德
、

農
臣
先
王
、
得
屯
（
純
）
亡
敃
（
愍
）、【
丕
顯
な
る
皇
祖
考
、
穆
穆
翼
翼
た
り
、

克
く
厥
の
德
を
엌
し
、
農つ
と

め
て
先
王
に
臣つ
か

へ
、
純
ら
愍
ひ
亡
き
を
得
た
り
】

井
人
둍
鐘
（
集
成
一
〇
九
・
西
周
晩
期
）

뵴
（
景
）
盄
（
淑
）

且
（
祖
）
皇
考
、克
붑
（

）
氒
（
厥
）
德
、得
屯
（
純
）

用
魯
、
永
冬
（
終
）
于
吉
、【
景
淑
な
る

祖
皇
考
、
克
く
厥
の
德
を
붑
し
、
純

ら
用
て
魯
た
る
を
得
、
永
く
吉
に
終
る
】

番
生
簋
蓋
（
集
成
四
三
二
六
・
西
周
晩
期
）

不
（
丕
）
顯
皇
且
（
祖
）
考
、
穆
穆
克
誓
（

）
氒
（
厥
）
德
、【
丕
顯
な

る
皇
祖
考
、
穆
穆
と
し
て
克
く
厥
の
德
を
誓
す
】

叔
家
父
곉
（
集
成
四
六
一
五
・
春
秋
早
期
）

用
롰
（
祈
）
眉
考
（
老
）
無
彊
（
疆
）、
뢿
（

）
德
不
亡
、【
用
て
眉
老

無
疆
を
祈
り
、
德
を
뢿
し
て
亡
び
ず
】

續
い
て
、

獻
上
の
「
〜
德
」
と
い
う
似
た
表
現
と
し
て
、「
丕
顯

武
、
克
愼

明
德
」【
丕
顯
な
る

武
、
克
く
明
德
を
愼
し
む
】（『
尙
書
』

侯
之
命
）
や
「
是
故

君
嗣
先
愼
乎
德
」【
是
の
故
に
君
嗣
は
先
に
德
を
愼
し
む
】（『
禮
記
』
大
學
）
な
ど
計

十
二
の
「
愼
〜
德
」
と
い
う
例
を
擧
げ
る
。

先
に
⑦
王
輝
等
は
、「
不
悊
」
と
釋
し
、『
說

』
に
よ
り
、「
不
敬
」
と
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
㉑
陳
劍
は
以
下
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
實
は
『
說

』
に
「
悊
」

字
は
二
字
あ
り
、一
つ
は
「
口
部
」
の
「
哲
」
字
の
重

の
「
悊
」
で
あ
り
、「
明
」

あ
る
い
は
「
智
」
と
訓
じ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
哲
」
は
先
秦
の
古
籍
中
で
は
通

常
形
容
詞
か
名
詞
に
用
い
、
動
詞
に
用
い
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、『
說

』
の
「
心
部
」
に
、「
敬
」
と
訓
じ
る
「
悊
」〔
音
は
陟
列
切
〕
が
あ
る
。「
敬

德
」「
敬
厥
德
」
と
し
て
も
、
通
じ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
王
引
之
（『
經

義
述
聞
』
卷
二
二
）
が
早
く
に
、「
心
部
」
の
「
悊
」
は
「
惁
」
の
誤
字
で
あ
る
、

と
指
摘
し
て
お
り
、
古
書
を
見
て
も
、「
哲
」
お
よ
び
そ
の
異
體
字
「
悊
」
に
は
、

「
敬
」
の
意
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
も
「
悊
（
哲
）
德
」「
悊
（
哲
）
厥
德
」「
淑

悊（
哲
）」の
類
の
表
現
は
古
書
に
見
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
上
記
の
銘

を「
悊
」

「
哲
」
と
釋
す
る
こ
と
は
成
立
し
が
た
い
。

㉑
陳
劍
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、續
け
て
「
折
」
字
を
取
り
上
げ
、「
不
其
簋
」

そ
の
他
に
見
え
る
「
折
首
」
と
い
う
語
の
「
折
」（

）
の
字
形
を
示
し
て
、
そ

の
「
扌
」
が
、
上
記
の
「
〜
德
」
の
字
と
形
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
├
」
を
竝
べ
た
り
連
ね
た
形
と
、「
十
」
を
竝
べ
た
形
の
違
い
が
見
て
取
れ
る
。

續
い
て
、
新
出
の
靑
銅
器
と
し
て
前
揭
し
た
よ
う
に
「
史
密
簋
」
に
言
及
し
、
さ

ら
に
簡
牘
や
璽
印
の
例
を
擧
げ
て
、
上
記
の
結
論
、
つ
ま
り
後
の
「
質
」
字
で
あ

り
、」「
愼
し
む
」
の
意
で
あ
る
と
導
い
て
い
る
。

㉒
寇
占
民
は
、劉
雨
と
同
じ
く
「

」
を
「
觀
兵
」
と
と
る
が
、「
不
쐪
」
を
「
不

陟
」
と
し
、「
班
簋
」（
集
成
四
三
四
一
）
の
「
否

屯
陟
」
の
省
略
表
現
で
あ
り
、

堂
々
と
行
進
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
「
班
簋
」
の
こ
の
四
字
句
の
訓

釋
を
彼
は
全
く
示
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
「
丕
俾
純
陟
」【
丕お
ほ

い
に
純お
お

い
に
陟す
す

め

俾
む
】
と
釋
し
、「
丕
陟
」【
丕お
ほ

い
に
陟す
す

む
】
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
馬
承
源
『
商
周

靑
銅
器
銘

選
』
班
簋
（
一
六
八
）
は
、「
否
（
不
）

屯
（
純
）
陟
」【

く
み

せ
ざ

る
こ
と
純お
ほ

い
に
陟た
か

ま
る
】
と
釋
し
、『
尙
書
』
多
方
の
、「
惟
天
不

純
」【
惟
れ
天
の
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號
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く
み

せ
ざ
る
こ
と
純
な
り
】
に
、
孔
安
國
が
、「
惟
天
不
與
桀
亦
已
大
」【
惟
れ
天
の
桀

に
與
せ
ざ
る
こ
と
亦
た
已
に
大
な
り
】
と
注
す
る
の
を
引
き
、「
天
之
不
助
將
愈
來
愈

甚
」【
天
の
助
け
ざ
る
こ
と
將
に
愈
い
よ
來
り
て
愈
い
よ
甚
だ
し
】
と
說
く
。

以
上
、
諸
說
を
紹
介
し
た
。
敵
對
行
動
の
描
寫
と
し
て
相
應
し
い
の
は
い
ず
れ

か
。「
不
쐪
」
の
解
釋
に
お
い
て
は
、
㉑
陳
劍
說
に
從
い
、「
不
質
」
と
釋
し
、「
騷

ぎ
た
て
愼
ま
な
い
」「
騷
動
を
起
こ
し
本
來
の
分
を
守
ら
な
い
」
と
す
る
の
が
よ

い
と
考
え
る
。

「
廣
伐
東
國
」
の
語
は
、
周
に
敵
對
す
る
軍
事
行
動
を
指
す
語
で
あ
り
、
金

に
似
た
用
例
が
多
い
。
以
下
に
列
擧
す
る
。

禹
鼎
（
集
成
二
八
三
三
、二
八
三
四
・
西
周
晩
期
）

隹
（
唯
）
噩
（
鄂
）
侯
뽨
（
馭
）
方
、
率
南
淮
尸
（
夷
）
東
尸
（
夷
）、
廣

伐
南
或
（
國
）
東
或
（
國
）、
至
于
歷
內
、
王
廼
令
（
命
）
西
六
밍
（
師
）

殷
八
밍
（
師
）
曰
、【
唯
れ
鄂
侯
・
馭
方
、
南
淮
夷
・
東
夷
を
率
ゐ
て
、
廣
く
南
國
・

東
國
を
伐
ち
、
歷
內
に
至
る
、
王
廼
ち
西
六
師
・
殷
八
師
に
命
じ
て
曰
く
】

多
友
鼎
（
集
成
二
八
三
五
・
西
周
晩
期
）

用
嚴
（

）
꼐
（

）
放
（
方
）
뤼
（
興
）、廣
伐
京
밍
（
師
）、吿
追
于
王
、

命
武
公
遣
乃
元
士
、
羞
追
于
京
밍
（
師
）、【
用
て

方
（
な
ら
）
び
興
り
、

廣
く
京
師
を
伐
つ
、
追
ふ
を
王
に
吿
ぐ
れ
ば
、
武
公
に
命
じ
て
乃
が
元
士
を
遣
は
し
、

京
師
に
羞
追
せ
し
む
】

不
뒲
簋
蓋
（
集
成
四
三
二
八
、四
三
二
九
・
西
周
晩
期
）

뽨
（
馭
）
方
겦
（

）
允
（

）、
廣
伐
西
兪
、
王
令
（
命
）
我
羞
追
于
西
、

【
馭
方
・

、
廣
く
西
兪
を
伐
つ
、
王

我
に
命
じ
て
西
に
羞
追
せ
し
む
】

應
侯
見
工
鼎
（
新
收
一
四
五
六
・
西
周
晩
期
）

南
尸
（
夷
）
丰
敢
乍
（
作
）
非
良
、廣
伐
南
或
（
國
）、王
令
（
命
）
덗
（
應
）

侯
見
工
曰
、【
南
夷
丰
敢
へ
て
非
良
を
作
し
、
廣
く
南
國
を
伐
つ
、
王

應
侯
見
工

に
命
じ
て
曰
く
】

柞
伯
鼎
（『

物
』
二
〇
〇
六
年
第
五
期
六
八
頁
圖
一
・
西
周
晩
期
）

中
（
仲
）
令
（
命
）
柞
白
（
伯
）
曰
、才
（
在
）
乃
聖
且
（
祖
）
周
公
繇
（
舊
）

又
（
有
）
共
（
功
）
于
周
邦
、
用
昏
無
及
、
廣
伐
南
或
（
國
）、
今
女
（
汝
）

뒲
（
其
）
率
蔡
侯
左
至
于
昏
邑
、【

仲

柞
伯
に
命
じ
て
曰
く
、
乃
が
聖
祖
周

公
、
舊
よ
り
周
邦
に
功
有
る
に
在
り
。
昏

及
ぶ
無
く
、
廣
く
南
國
を
伐
つ
を
用
て
、

今
汝
其
れ
蔡
侯
を
率
ゐ
て
左
し
て
昏
邑
に
至
れ
】

最
後
の
柞
伯
鼎
で
は
、
周
公
が
「
廣
伐
南
國
」
し
た
と
い
う
解
釋
が
あ
る
が
、
そ

れ
は
誤
り
で
、
主
語
は
昏
國
で
あ
る
こ
と
を
、
黃
盛
璋
「
關
於
柞
伯
鼎
關
鍵
問
題

質
疑
解
難
」（『
中
原

物
』
二
〇
一
一
年
第
五
期
）
が
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
以

上
の
用
例
で
は
、
ま
ず
叛
亂
の
事
情
說
明
が
あ
り
、
そ
の
後
に
遠
征
の
命
が
下
さ

れ
て
い
る
が
、
史
密
簋
で
は
こ
の
順
序
が
逆
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
「
應
侯
見
工

鼎
」
の
、「
敢
作
非
良
、
廣
伐
南
國
」
は
、
史
密
簋
と
表
現
が
似
て
い
る
。

つ
ま
り
、
盧
と
虎
を
盟
主
と
す
る
南
夷
が
、
東
夷
の
杞
と
舟
（
州
）
を
引
き
入

れ
て
、
東
國
す
な
わ
ち
周
の
東
部
の
國
々
を
侵
し
た
の
で
あ
る
。

齊
밍
（
師
）、
族
土
（
徒
）、
述
（
遂
）
人
、
乃
執
啚
寛
亞
、

齊
師
・
族
徒
・
遂
人
が
、
そ
こ
で
鄙
・
寛
・
亞
の
三
名
を
捕
え
た
、
こ
と
を
い
う
。

齊
師
を
地
名
（
②
吳
鎭

）
に
、
族
徒
・
遂
人
を
國
族
に
徒
と
人
を
加
え
た
名



史
密
簋

一
〇
〇

稱
（
⑧
李
仲
操
そ
の
他
）
と
す
る
說
も
あ
る
が
、
三
者
が
竝
列
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、軍
制
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。西
周
の
軍
制
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、「
師
」

に
つ
い
て
は
、
⑯
方
述
鑫
が
尤
も
詳
し
い
。

春
秋
初
年
の
管
仲
が
齊
を
治
め
た
時
期
の
「
齊
師
」
に
つ
い
て
『
國
語
』
齊
語

を
引
い
て
い
う
。

「
制
國
以
爲
二
十
一
鄕
、
工
商
之
鄕
六
、
士
鄕
十
五
」【
國
を
制
す
る
に
以
て

二
十
一
鄕
と
爲
し
、
工
商
の
鄕
六
、
士
の
鄕
十
五
】、
と
あ
り
、
韋
昭
は
、「
此
士
、

軍
士
也
。
十
五
鄕
合
三
萬
人
、
是
爲
三
軍
」【
此
の
士
、
軍
士
也
。
十
五
鄕
合
は

せ
て
三
萬
人
、
是
れ
三
軍
と
爲
す
】
と
注
す
る
。

「
公
帥
五
鄕
焉
、
國
子
帥
五
鄕
焉
、
高
子
帥
五
鄕
焉
」【
公
は
五
鄕
を
帥
ゐ
焉
、

國
子
は
五
鄕
を
帥
ゐ
焉
、
高
子
は
五
鄕
を
帥
ゐ
る
焉
】
と
あ
り
、
韋
昭
は
「
國
子
・

高
子
、
皆
な
齊
の
上
卿
、
各
お
の
五
鄕
を
帥
ゐ
て
、
左
右
の
軍
と
爲
る
也
」

と
注
す
る
。

「
五
家
爲
軌
、故
五
人
爲
伍
、軌
長
帥
之
。
十
軌
爲
里
、故
五
十
人
爲
小
戎（
兵

車
）、
里
有
司
帥
之
。
四
里
爲
連
、
故
二
百
人
爲
卒
、
連
長
帥
之
。
十
連
爲

鄕
、
故
二
千
人
爲
旅
、
鄕
良
人
帥
之
。
五
鄕
一
帥
、
故
萬
人
爲
一
軍
、
五
鄕

之
帥
帥
之
」【
五
家
を
軌
と
爲
す
、
故
に
五
人
を
伍
と
爲
し
、
軌
長

之
を
帥
ゐ
る
。

十
軌
を
里
と
爲
す
、
故
に
五
十
人
を
小
戎
（
兵
車
）
と
爲
す
、
里
の
有
司

之
を
帥

ゐ
る
。
四
里
を
連
と
爲
す
、
故
に
二
百
人
を
卒
と
爲
し
、
連
長

之
を
帥
ゐ
る
。
十

連
を
鄕
と
爲
し
、
故
に
二
千
人
を
旅
と
爲
し
、
鄕
の
良
人

之
を
帥
ゐ
る
。
五
鄕
に

一
帥
、故
に
萬
人
を
一
軍
と
爲
し
、五
鄕
の
帥

之
を
帥
ゐ
る
】
と
あ
り
、韋
昭
は
、

「
五
鄕
、
每
一
軍
爲
五
鄕
也
。
鄕
帥
、
卿
也
。
萬
人
爲
軍
、
齊
制
也
、
周
則

萬
二
千
五
百
人
爲
軍
」【
五
鄕
、
一
軍
每
に
五
鄕
と
爲
す
也
。
鄕
帥
、
卿
也
。
萬
人

を
軍
と
爲
す
は
、齊
の
制
也
、周
は
則
ち
萬
二
千
五
百
人
を
軍
と
爲
す
】
と
注
す
る
。

「
三
軍
、
故
有
中
軍
之
鼓
、
有
國
子
之
鼓
、
有
高
子
之
鼓
…
…
君
有
此
士
也

三
萬
人
、
以
方
（
橫
）
行
于
天
下
、
以
誅
無
道
、
以
屛
周
室
」【
三
軍
、
故
に

中
軍
の
鼓
有
り
、
國
子
の
鼓
有
り
、
高
子
の
鼓
有
り
…
…
君
に
此
の
士
有
る
也
三
萬

人
、以
て
天
下
に
方（
橫
）行
し
、以
て
無
道
を
誅
し
、以
て
周
室
に
屛
た
り
】と
あ
る
。

つ
い
で
、『
管
子
』
小
匡
篇
を
引
く
。

「
制
國
以
爲
二
十
一
鄕
。
商
工
之
鄕
六
、
士
農
之
鄕
十
五
。
公
帥
十
一

鄕
、
高
子
帥
五
鄕
、
國
子
帥
五
鄕
、
參
國
故
爲
三
軍
」【
國
を
制
し
て
は
以
て

二
十
一
鄕
と
爲
す
。
商
工
の
鄕
は
六
、
士
農
の
鄕
は
十
五
。
公
は
十
一
鄕
を
帥
ゐ
、

高
子
は
五
鄕
を
帥
ゐ
、國
子
は
五
鄕
を
帥
ゐ
、國
を
參
と
す
る
が
故
に
三
軍
と
爲
す
】。

つ
ま
り
「
齊
語
」
に
よ
れ
ば
、管
子
は
「
士
鄕
十
五
」
を
五
鄕
ず
つ
三
つ
に
分
け
、

兵
三
萬
人
を
出
さ
せ
て
、
三
軍
に
編
成
し
、
齊
君
と
國
・
高
の
二
卿
が
各
一
軍
を

率
い
た
。「
小
匡
篇
」
に
よ
る
と
、齊
君
は
さ
ら
に
六
つ
の
商
工
之
鄕
を
率
い
た
。

た
ぶ
ん
「
士
」
が
主
力
軍
で
あ
り
、「
農
」（
庶
人
）
が
補
助
軍
で
あ
り
、「
工
」「
商
」

と
奴
隷
も
ま
た
軍
役
に
從
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

西
周
時
代
、
周
の
王
畿
は
「
六
鄕
」
に
分
け
ら
れ
、「
六
鄕
」
か
ら
兵
の
六
軍

を
出
し
、合
計
し
て
七
萬
五
千
人
で
あ
る
。
齊
國
の
「
三
鄕
」
は
、い
わ
ゆ
る
「
士

鄕
十
五
」（
つ
ま
り
「
其
の
國
を
參
と
し
」）
か
ら
三
軍
を
出
し
た
。
周
王
室
の
「
六

鄕
」
が
六
軍
を
出
し
た
の
と
、
實
質
上
同
樣
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
周
禮
』
に
明
確

な
記
載
が
あ
る
。

『
周
禮
』
周
禮
・
地
官
・
敍
官
の
「
鄕
老
」
の
鄭
玄
注
に
、「
王
置
六
鄕

…
…
六
鄕
地
在
遠
郊
（
國
野
交
界
處
）
之
內
…
…
鄭
司
農
云
、『
百
里
內
爲

六
鄕
、外
爲
六
遂
』」【
王
六
鄕
を
置
く
…
…
六
鄕
の
地
は
遠
郊
（
國
野
交
界
の
處
）
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の
內
に
在
り
…
…
鄭
司
農
云
う
、『
百
里
內
を
六
鄕
と
爲
し
、外
を
六
遂
と
爲
す
』
と
】

と
あ
る
。
賈
公
彥
の
疏
に
、「
司
馬
法
、
王
城
百
里
爲
遠
郊
」【
司
馬
法
、
王

城
百
里
を
遠
郊
と
爲
す
】
と
あ
る
。
孫
詒
讓
の
案
語
に
、「
鄕
必
在
城
郭
外
四

郊
以
內
。『
書
』
費
誓
云
、『
鲁
人
三
郊
三
遂
』、
三
郊
卽
諸
侯
三
鄕
、
言
郊

以
包
鄕
」【
鄕
は
必
ず
城
郭
の
外
、
四
郊
以
內
に
在
り
。『
書
』
費
誓
に
云
う
、『
鲁

人
は
三
郊
三
遂
』、
三
郊
は
卽
ち
諸
侯
の
三
鄕
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
郊
は
以
て
鄕
を
包

む
】
と
い
う
。

こ
こ
に
は
周
の
王
畿
六
鄕
の
設
置
情
况
が
說
か
れ
て
い
る
。

『
周
禮
』
地
官
・
小
司
徒
に
、「
乃
會
萬
民
之
卒
伍
而
用
之
、
五
人
爲
伍
、

五
伍
爲
兩
（
輛
）、
四
兩
爲
卒
、
五
卒
爲
旅
、
五
旅
爲
軍
。
以
起
軍
旅
、
以

作
田
役
、
以
比
追
胥
、
以
令
貢
賦
」【
乃
ち
萬
民
の
卒
伍
を
會
し
て
之
を
用
う
、

五
人
を
伍
と
爲
し
、
五
伍
を
兩
（
輛
）
と
爲
し
、
四
兩
を
卒
と
爲
し
、
五
卒
を
旅
と

爲
し
、
五
旅
を
軍
と
爲
す
。
以
て
軍
旅
を
起
こ
し
、
以
て
田
役
を
作
し
、
以
て
追
胥

〔
侵
入
者
を
追
い
盗

を
捕
ま
え
る
〕
に
比
し
、
以
て
貢
賦
せ
令
む
】
と
あ
り
、
賈

公
彥
の
疏
に
、「
小
司
徒
佐
大
司
徒
以
掌
六
鄕
、
六
軍
之
士
出
自
六
鄕
」【
小

司
徒
は
大
司
徒
を
佐
け
て
以
て
六
鄕
を
掌
る
、
六
軍
の
士
は
六
鄕
自
り
出
だ
す
】
と

あ
る
。

按
ず
る
に
、
周
王
室
は
六
鄕
六
遂
で
あ
り
、
大
國
（
公
國
）
は
三
鄕
三
遂
、
次
國

（
侯
國
、
伯
國
）
は
二
鄕
二
遂
、
小
國
（
子
國
、
男
國
）
は
一
鄕
一
遂
で
あ
っ
て
、

正
卒
は
鄕
か
ら
出
し
、
各
鄕
が
一
軍
を
出
し
た
の
で
、
周
王
室
は
六
軍
で
あ
り
、

大
國
は
三
軍
、
次
國
は
二
軍
、
小
國
は
一
軍
で
あ
っ
た
。
故
に
、

『
周
禮
』
夏
官
・
司
马
に
、「
凡
制
軍
、
萬
有
二
千
五
百
人
爲
軍
、
王
六
軍
、

大
國
三
軍
、
次
國
二
軍
、
小
國
一
軍
」【
凡
そ
軍
を
制
る
に
、
萬
有
二
千
五
百
人

を
軍
と
爲
し
、
王
は
六
軍
、
大
國
は
三
軍
、
次
國
は
二
軍
、
小
國
は
一
軍
】
と
い
う

の
で
あ
る
。

『
周
禮
』
地
官
・
泉
府
に
、「
國
人
郊
人
、
從
其
有
司
」【
國
人
・
郊
人
、
其

の
有
司
に
從
う
】
と
あ
り
、賈
公
彥
の
疏
に
、「
國
人
者
…
…
卽
六
鄕
之
民
也
」

【
國
人
な
る
者
…
…
卽
ち
六
鄕
の
民
也
】

と
あ
る
の
で
、
齊
國
の
「
國
人
」
は
周
の
王
畿
の
「
六
鄕
」
の
民
に
相
當
す
る
こ

と
が
分
か
る
。
齊
國
の
「
三
鄕
」
は
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
「
士
鄕
十
五
」
で
あ
り
、

周
の
王
畿
の「
六
鄕
」に
相
當
し
、齊
國
の
三
軍
は
、周
王
室
の
六
軍
に
相
當
す
る
。

「
齊
師
」
の
用
例
は
他
に
、
妊
小
簋
（
集
成
四
一
二
三
・
西
周
晩
期
）・
師
닄
簋

（
集
成
四
三
一
三
・
四
三
一
四
・
西
周
晩
期
）
と
近
出
の
引
簋
蓋
（
西
周
中
期
後

段
）
に
も
見
え
る
。

つ
い
で
、「
遂
人
」
に
つ
い
て
は
、「
齊
師
」
が
そ
の
近
郊
よ
り
徵
兵
し
た
い
わ

ば
正
規
軍
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
豫
備
軍
で
あ
る
と
し
、
被
征
服
地
か
ら
動
員
し

た
軍
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
「
述
」
を
「
遂
」
に
假
借
す
る
例
は
他
に
も
あ
り
、『
春

秋
』
等
に
、
同
旁
の
「
術
」
を
「
遂
」
に
作
っ
て
い
る
。
古
音
は
と
も
に
物
部
。

볩
盂
（
集
成
一
〇
三
二
一
）
に
、「
命
볩
事
（
使
）
于
述
（
遂
）
土
」【
볩
に
命
じ

て
遂
土
に
使
い
せ
し
む
】と
あ
る
の
は
、こ
の
器
と
同
樣
に
、郊
外
の
地
の
意
で
あ
る
。

西
周
時
代
、
周
王
朝
は
六
鄕
か
ら
六
軍
を
出
し
て
正
卒
と
す
る
外
に
、
六
遂
の

居
民
も
ま
た
兵
役
に
服
さ
せ
て
六
軍
の
副
と
し
た
。
過
去
に
學
者
は
六
遂
に
居
す

る
者
は
野
人
で
あ
り
、
兵
役
に
は
服
さ
な
か
っ
た
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方

は
恐
ら
く
正
し
く
な
い
。
方
述
鑫
⑯
は
さ
ら
に
續
け
る
。

『
周
禮
』
地
官
・
司
徒
の
「
敍
官
」
の
鄭
玄
注
に
、「
遂
人
主
六
遂
、
若
司

徒
之
於
六
鄕
也
。
六
遂
之
地
、
自
遠
郊
以
逹
於
畿
、
中
有
公
邑
・
家
邑
・
大
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都
・
小
都
焉
」【
遂
人

六
遂
を
主
る
と
は
、
司
徒
の
六
鄕
に
於
け
る
が
若
き
也
。

六
遂
の
地
、
遠
郊
自
り
以
て
畿
に
逹
し
、
中
に
公
邑
・
家
邑
・
大
都
・
小
都
有
り
焉
】

と
あ
り
、
賈
公
彥
の
疏
は
、「
遂
人
主
六
遂
、
如
司
徒
主
六
鄕
、
但
官
卑
校

一
節
…
…
以
其
六
鄕
爲
正
、
六
遂
爲
副
、
故
尊
卑
不
同
」【
遂
人

六
遂
を
主

る
と
は
、
司
徒
の
六
鄕
を
主
る
が
如
し
、
但
だ
官
の
卑

一
節
を
校
ぶ
…
…
其
の
六

鄕
を
以
て
正
と
爲
し
、
六
遂
を
副
と
爲
す
、
故
に
尊
卑
同
じ
か
ら
ず
】
と
い
う
。

ま
た
、「

地
官
・
小
司
徒
」
の
賈
公
彥
の
疏
に
、「
凡
出
軍
之
法
、
先
六
鄕
、
賦
不

止
、
次
出
六
遂
。
賦
猶
不
止
、
徵
兵
於
公
邑
及
三
等
采
。
賦
猶
不
止
、
乃
徵

兵
於
諸
侯
、
大
國
三
軍
、
次
國
二
軍
、
小
國
一
軍
、
此
軍
等
皆
出
於
鄕
遂
」

【
凡
そ
出
軍
の
法
、
六
鄕
を
先
に
し
、
賦
止
ま
ざ
れ
ば
、
次
に
六
遂
よ
り
出
だ
す
。

賦
猶
お
止
ま
ざ
れ
ば
、
兵
を
公
邑
及
び
三
等
の
采
に
徵
す
。
賦
猶
お
止
ま
ざ
れ
ば
、

乃
ち
兵
を
諸
侯
に
徵
す
、
大
國
は
三
軍
、
次
國
は
二
軍
、
小
國
は
一
軍
、
此
の
軍
等

皆
な
鄕
遂
よ
り
出
だ
す
】
と
あ
る
。

ま
た
、「

遂
人
」
の
職
官
を
、「
遂
人
掌
邦
之
野
…
…
五
家
爲
鄰
、
五
鄰
爲
里
、
四

里
爲

、
五

爲
鄙
、
五
鄙
爲
縣
、
五
縣
爲
遂
…
…
以
歲
時
稽
其
人
民
、
而

授
之
田
野
、
簡
其
兵
器
、
敎
之
稼
穑
…
…
以
令
貢
賦
、
以
令
師
田
、
以
起
政

（
征
）
役
。
若
起
野
役
、則
令
各
帥
其
所
治
之
民
而
至
、以
遂
之
大
旗
致
之
、

其
不
用
命
者
誅
之
」【
遂
人
は
邦
の
野
を
掌
る
…
…
五
家
を
鄰
と
爲
し
、
五
鄰
を
里

と
爲
し
、
四
里
を

と
爲
し
、
五

を
鄙
と
爲
し
、
五
鄙
を
縣
と
爲
し
、
五
縣
を
遂

と
爲
す
…
…
歲
時
を
以
て
其
の
人
民
を
稽
て
、
而
し
て
之
に
田
野
を
授
け
、
其
の
兵

器
を
簡け
み

し
、
之
に
稼
穑
を
敎
ふ
…
…
以
て
貢
賦
せ
令
め
、
以
て
師
田
〔
征
伐
と
田
獵
〕

せ
令
め
、
以
て
政
（
征
）
役
を
起
こ
す
。
若
し
野
役
を
起
さ
ば
、
則
ち
各
お
の
を
し

て
其
の
治
む
る
所
の
民
を
帥
い
て
至
ら
令
め
、
遂
の
大
旗
を
以
て
之
に
致
し
、
其
の

命
を
用
い
ざ
る
者
は
之
を
誅
す
】
と
い
う
。
鄭
玄
は
、「
鄰
・
里
・

・
鄙
・
縣
・

遂
、
猶
郊
內
比
・
閭
・
族
・
黨
・
州
・
鄕
也
…
…
遂
之
軍
法
、
追
胥
起
徒
役
、

如
六
鄕
」【
鄰
・
里
・

・
鄙
・
縣
・
遂
、
猶
お
郊
內
の
比
・
閭
・
族
・
黨
・
州
・

鄕
が
ご
と
き
也
…
…
遂
の
軍
法
、
追
胥
〔
侵
入
者
を
追
い
盗

を
捕
ま
え
る
〕
し
、

徒
役
を
起
こ
す
こ
と
、
六
鄕
の
如
し
】
と
注
し
、
孫
詒
讓
は
、「
明
、
六
遂
七
萬

五
千
家
、亦
家
出
一
人
、爲
六
軍
之
副
、是
軍
制
遂
與
鄕
亦
不
異
」【
明
ら
か
に
、

六
遂
は
七
萬
五
千
家
、
亦
た
家
ご
と
に
一
人
を
出
だ
し
、
六
軍
の
副
と
爲
す
、
是
れ

軍
制
は
遂
と
鄕
と
亦
た
異
な
ら
ず
】
と
い
う
。

ま
た
、「

小
司
徒
」
に
、「
軍
法
六
鄕
爲
正
、
六
遂
爲
副
、
皆
出
軍
而
不
出
車
…
…

六
鄕
正
軍
、
家
出
一
人
、
六
遂
副
軍
、
亦
然
」【
軍
法
は
六
鄕
を
正
と
爲
し
、

六
遂
を
副
と
爲
す
、
皆
な
軍
を
出
だ
し
て
車
を
出
だ
さ
ず
…
…
六
鄕
は
正
軍
、
家
ご

と
に
一
人
を
出
だ
し
、
六
遂
は
副
軍
、
亦
た
然
り
】
と
注
す
る
。
ま
た
、「
夏
官
・

敍
官
」
の
「
司
馬
」
に
は
、「
六
鄕
之
士
卒
、
出
於
鄕
里
…
…
六
遂
之
士
卒
、

出
於
遂
邑
」【
六
鄕
の
士
卒
、
鄕
里
よ
り
出
だ
す
…
…
六
遂
の
士
卒
、
遂
邑
よ
り
出

だ
す
】
と
注
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
鄕
も
遂
も
軍
制
は
異
な
ら
な
か
っ
た
。
鄕
か
ら
徵
兵
さ
れ
た
の

が
師
で
あ
り
、
遂
か
ら
も
動
員
し
、
そ
れ
を
遂
人
と
呼
び
、
副
軍
・
豫
備
軍
と
し

た
の
で
あ
る
。

楊
寛
（『
古
史
新
探
』
試
論
西
周
春
秋
間
的
郷
遂
制
度
和
社
會
結
構
・
三

西

周
時
代
的
「
六
밍
」「
八
밍
」
和
郷
遂
制
度
的
關
係
）
は
、
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甲
骨

和
西
周
金

都
稱
王
室
的
師
旅
爲「
밍
」。其
經
常
的
駐
防
地
稱
爲「
某

밍
」、「
밍
」
上
一
字
卽
是
原
有
地
名
。「
밍
」
則
因
經
常
駐
「
밍
」
而
得
名
。

【
甲
骨

と
西
周
金

は
と
も
に
王
室
の
師
旅
を
「
밍
」
と
稱
し
て
い
る
。
そ
の
普

段
の
駐
防
地
を
「
某
밍
」
と
稱
し
、「
밍
」
の
上
一
字
は
元
か
ら
あ
る
地
名
で
あ
る
。

「
밍
」
は
つ
ま
り
普
段
駐
す
る
「
밍
」
か
ら
名
づ
け
ら
れ
る
】

と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
統
率
者
が
「
師
某
」
と
呼
ば
れ
、
軍
事
行
動
の
度
に
中
央

か
ら
派
遣
さ
れ
た
。
す
る
と
齊
師
は
い
わ
ゆ
る
常
備
軍
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
そ

の
地
の
近
在
つ
ま
り
「
郷
」
か
ら
動
員
し
た
兵
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
族
徒
」
は
後

の
「
族
人
」
と
同
じ
く
、
君
主
や
貴
族
の
宗
族
で
構
成
さ
れ

た
部
隊
を
い
う
。「
族
」
字
は
旗
印
と
矢
か
ら
成
り
、
軍
旅
を
構
成
す
る
集
團
を

意
味
す
る
。
丁
山
「
釋
族
」（『
甲
骨

所
見
氏
族
及
其
制
度
』）
に
、「
族
と
も
い

い
、
氏
と
も
い
う
の
は
、
氏
が
お
そ
ら
く
部
族
の
徽
號
で
あ
り
、
族
は
軍
旅
の
組

織
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。

「
族
」
と
「
徒
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
は
金

に
あ
る
が
、「
族
徒
」「
族
人
」

は
こ
の
例
の
み
で
あ
る
。
以
下
に
「
族
」
の
例
を
示
す
。

明
公
簋
（
集
成
四
〇
二
九
・
西
周
早
期
）

唯
王
令
（
命
）
明
公
、
遣
三
族
、
伐
東
或
（
國
）、【
唯
れ
王

明
公
に
命
じ
て
、

三
族
を
遣
は
し
、
東
國
を
伐
た
し
む
】

毛
公
鼎
（
集
成
二
八
四
一
・
西
周
晩
期
）

볶
（
遣
）
令
（
命
）
曰
、
갢
（
以
）
乃
族
從
父
征
、【
遣
命
じ
て
曰
く
、
乃
が

族
を
以
て
父
に
從
い
て
征
け
】「
班
簋
」（
集
成
四
三
四
一
）（
西
周
早
期
）

갢
（
以
）
乃
族
干
（
捍
）
吾
（
禦
）
王
身
、【
乃
が
族
を
以
て
王
身
を
捍
禦
せ
よ
】

次
に
「
徒
」
の
例
を
記
す
。

禹
鼎
（
集
成
二
八
三
三
、二
八
三
四
・
西
周
晩
期
）

禹
갢
（
以
）
武
公
徒
뽨
（
馭
）
至
于
噩
（
鄂
）、【
禹

武
公
の
徒
馭
を
以
て
鄂

に
至
ら
し
む
】

⑯
方
述
鑫
は
、
次
に

獻
の
例
と
し
て
、『
國
語
』
楚
語
上
に
載
せ
る
晉
楚
の

陵
の
戰
い
を
引
き
、「
王
族
」
の
例
を
示
す
。

「

子
與
於
軍
事
謂
欒
書
曰
、
楚
師
可
料
也
、
在
中
軍
王
族
而
已
、
若
易
中

下
楚
必
歆
之
。
若
合
而
函
吾
中
、
吾
上
下
必
敗
其
左
右
、
則
三
萃
以
攻
其

王
族
、
必
大
敗
之
」【

子

軍
事
に
與
り
欒
書
に
謂
ひ
て
曰
く
、
楚
師
料
る
可
き

也や

、
中
軍
の
王
族
に
在
る
而
已
、
若
し
中
下
易
ふ
れ
ば
、
楚
必
ず
之
を
歆
む
さ
ぼ
る
。
若
し

合
し
て
吾
が
中
に
函い

れ
ば
、
吾
が
上
下
必
ず
其
の
左
右
を
敗
ら
ん
、
則
ち
三
萃
以
て

其
の
王
の
族
を
攻
む
れ
ば
、必
ず
大
い
に
之
を
敗
ら
ん
と
】
と
あ
る
。
注
に
、「
族
、

親
族
同
姓
也
」
と
あ
り
、
ま
た
「
族
、
部
屬
也
」
と
い
う
。

こ
の
作
戰
は
、
晉
が
自
軍
の
中
軍
を
弱
兵
に
置
き
換
え
て
合
戰
に
及
べ
ば
、
楚
軍

が
調
子
に
乘
っ
て
攻
め
込
ん
で
く
る
が
、
そ
の
左
右
は
弱
い
の
で
打
ち
破
れ
る
。

そ
の
時
に
、
い
わ
ば
後
詰
め
の
新
軍
と
左
右
を
合
わ
せ
た
三
軍
で
楚
の
「
王
族
」

を
攻
め
れ
ば
勝
て
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
當
時
の
晉
は
四
軍
編
成
で

あ
っ
た
。
注
に
「
萃
、
集
也
。
時
晉
有
四
軍
、
言
三
集
者
、
中
軍
先
入
、
而
上
下

及
新
軍
、
乃
三
集
以
攻
之
」【
萃
、
集
也
。
時
に
晉
に
四
軍
有
り
、
三
集
と
言
ふ
者
、
中

軍
先
に
入
り
、
而
し
て
上
下
及
び
新
軍
、
乃
ち
三
集
し
以
て
之
を
攻
む
】
と
い
う
。

同
じ
話
を
、『
左
傳
』
成
公
十
六
年
は
、「
楚
之
良
、
在
其
中
軍
王
族
而
已
。
請

分
良
以
擊
其
左
右
、
而
三
軍
萃
於
王
卒
、
必
大
敗
之
」【
楚
の
良
、
其
の
中
軍
の
王

族
に
在
る
而
已
。
請
う
良
を
分
か
ち
て
以
て
其
の
左
右
を
擊
た
ん
、
而
し
て
三
軍
を
王
の

卒
に
萃
む
れ
ば
、必
ず
大
い
に
之
を
敗
ら
ん
】
と
記
し
、ま
た
「
欒
范
以
其
族
夾
公
行
」



史
密
簋

一
〇
四

【
欒
・
范

其
の
族
を
以
て
公
を
夾
み
て
行
く
】
と
記
し
、
杜
預
は
「
二
族
强
故
在
公

左
右
」【
二
族
强
し
故
に
公
の
左
右
に
在
り
】
と
注
す
る
。

つ
い
で
⑯
方
述
鑫
が
引
く
他
の
『
左
傳
』
の
用
例
を
下
に
記
す
。

「
僖
公
二
十
八
年
」
に
、「
原
軫
・
郤

、
以
中
軍
公
族
、
橫
擊
之
」【
原
軫
・

郤

、
中
軍
の
公
族
を
以
て
之
を
橫
擊
す
】
と
あ
り
、
杜
預
は
、「
公
族
、
公
所

率
之
軍
」【
公
族
、
公
の
率
ゐ
る
所
の
軍
】
と
注
す
る
。

「
宣
公
十
二
年
」
に
、「
知
莊
子
、
以
其
族
反
之
」【
知
莊
子
、
其
の
族
を
以
て

之
に
反
す
】
と
あ
り
、
杜
預
は
、「
族
、
家
兵
。
反
、
還
戰
」【
族
、
家
兵
。
反
、

還
り
て
戰
ふ
】
と
注
す
る
。

こ
れ
に
楊
伯
峻
は
、「
當
時
各
級
貴
族
均
有
其
宗
族
成
員
及
私
屬
人
員
組
成
之
軍

隊
、
對
外
作
戰
往
往
編
入
國
家
軍
隊
中
以
爲
骨
幹
」【
當
時
の
各
級
貴
族
は
み
な
そ

の
宗
族
の
成
員
と
私
屬
の
人
員
か
ら
成
る
軍
隊
を
持
っ
て
お
り
、
對
外
作
戰
に
は
往
々
國

家
の
軍
隊
に
編
入
さ
れ
て
そ
の
骨
幹
と
な
っ
た
】
と
注
す
る
。

「
宣
公
十
七
年
」
に
、「
郤
子
至
、
請
伐
齊
、
晉
侯
弗
許
。
請
以
其
私
屬
、

又
弗
許
」【
郤
子
至
り
、
齊
を
伐
た
ん
と
請
ふ
、
晉
侯
許
さ
ず
。
其
の
私
屬
を
以
て

せ
ん
と
請
ふ
、又
た
許
さ
ず
】
と
あ
り
、杜
預
は
「
私
屬
、家
衆
也
」
と
注
す
る
。

「
定
公
四
年
」
に
、「
以
其
屬
五
千
、先
擊
子
常
之
卒
」【
其
の
屬
五
千
を
以
て
、

先
に
子
常
の
卒
を
擊
つ
】
と
あ
る
。
ま
た
「
昭
公
十
三
年
」
に
、「
薳
氏
之
族
、

及
薳
居
・
許
圍
・
蔡

・
蔓
成
然
、
皆
王
所
不
禮
也
。
因
羣
喪
職
之
族
、
啟

越
大
夫
常
夀
過
作
亂
…
…
楚
公
子
比
・
公
子
黑
肱
・
公
子
弃
疾
・
蔓
成
然
・

蔡
朝
吳
、
帥
陳
・
蔡
・
不
羮
・
許
・
葉
之
師
、
因
四
族
之
徒
、
以
入
楚
」【
薳

氏
の
族
、
及
び
薳
居
・
許
圍
・
蔡

・
蔓
成
然
、
皆
な
王
の
禮
せ
ざ
る
所
也
。
因
り

て
羣
喪
職
の
族
、
越
の
大
夫
常
夀
過
を
啓
き
て
亂
を
作
す
…
…
楚
の
公
子
比
・
公
子

黑
肱
・
公
子
弃
疾
・
蔓
成
然
・
蔡
朝
吳
、
陳
・
蔡
・
不
羮
・
許
・
葉
の
師
を
帥
ゐ
、

因
り
て
四
族
の
徒
、
以
て
楚
に
入
る
】
と
あ
る
。
杜
預
は
、「
四
族
、
薳
氏
・
許

圍
・
蔡

・
蔓
成
然
」
と
注
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
族
」
と
は
そ
の
一
族
や
「
家
臣
」
か
ら
成
る
部
隊
の
こ
と
で

あ
る
。「
齊
師
」「
族
徒
」「
遂
人
」と
竝
ぶ
の
は
、尊
卑
の
順
位
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、「
族
徒
」「
族
人
」
を
、
⑥
張
懋
鎔
が
、
齊
國
の
貴
族
た
ち
の
私
兵
で
組

織
さ
れ
た
部
隊
と
す
る
の
に
對
し
、
⑯
方
述
鑫
は
、
師
俗
・
史
密
が
出
征
に
際
し

て
引
き
連
れ
て
き
た
彼
ら
の
「
族
屬
家
兵
」
で
あ
る
と
い
う
。
三
者
が
竝
列
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
齊
の
貴
族
た
ち
の
私
兵
の
一
團
と
看
做
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。「

執
啚
寛
亞
」
の
四
字
の
解
釋
は
諸
說
紛
々
で
あ
る
。

「
執
」
は
通
例
「
と
る
」
と
訓
じ
、捕
獲
の
意
で
あ
る
。
金

に
用
例
も
多
い
。

そ
こ
で
①
張
懋
鎔
・
趙
榮
・
鄒
東
濤
は
、「
執
」
字
の
後
は
往
往
に
し
て
敵
虜
で

あ
る
の
で
、「
圖
・
寛
・
亞
」
と
釋
し
、
捕
え
た
三
人
の
敵
酋
の
名
で
あ
る
と
す
る
。

似
た
銘

と
し
て
、師
닄
簋
（
集
成
四
三
一
三
・
四
三
一
四
・
西
周
晩
期
）
の
「
卽

붐
（
劾
）
氒
（
厥
）
邦
獸
（
酋
）、
曰
冉
、
曰
끥
、
曰
鈴
」【
卽
ち
厥
の
邦
酋
を
劾
す
、

曰
く
冉
、
曰
く
끥
、
曰
く
鈴
】
を
擧
げ
る
。

し
か
し
、
⑤
李
學
勤
・
⑥
張
懋
鎔
・
⑭
張
永
山
は
、「
執
」
を
「
守
衞
」
の
意

に
取
り
、
邊
境
防
衞
と
解
す
る
。
た
だ
し
西
周
金

に
、
そ
の
意
味
で
の
用
例
が

見
出
せ
な
い
。
⑤
李
學
勤
は
『
經
籍
纂
詁
』
十
四
緝
に
例
が
あ
る
と
だ
け
述
べ
て

そ
の
實
例
は
引
か
な
い
。
確
認
す
る
と
「
守
也
」
に
、以
下
の
諸
家
が
擧
げ
る
『
老

子
』
と
、『
禮
記
』
曲
禮
上
・『
禮
記
』
少
儀
の
三
例
を
載
せ
る
。
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五

⑥
張
懋
鎔
は
以
下
の
例
を
擧
げ
て
い
う
。

『
禮
記
』
少
儀
に
、「
執
君
之
乘
車
」【
君
の
乘
車
を
執
る
】
と
あ
り
、
鄭
玄

は
「
執
、
執
轡
、
謂
守
之
也
」【
執
、
轡
を
執
る
、
之
を
守
る
を
謂
ふ
也
】
と
注

す
る
。

『
禮
記
』
曲
禮
上

に
、「
坐
必
安
、
執
爾
顏
」【
坐
し
て
必
ず
安
ん
じ
、
爾
が
顏

を
執
れ
】〔
普
段
通
り
の
表
情
で
い
ろ
〕
と
あ
り
、
鄭
玄
は
、「
執
、
猶
守
也
」

と
注
す
る
。

つ
い
で
本
銘

に
は
、
一
般
の
「
守
衞
」
以
外
の
意
味
が
あ
る
と
述
べ
て
、
次
の

例
を
引
く
。

『
說

』
に
「
執
」
は
、「
捕
罪
人
也
」
と
あ
る
。

『
禮
記
』
中
庸
に
、「
發
強
剛
毅
、
足
以
有
執
也
」【
發
強
剛
毅
に
し
て
、
以
て

執
る
こ
と
有
る
に
足
る
也
】
と
あ
り
、
孔
穎
逹
の
疏
に
、「
執
、
猶
斷
也
。
言

發
起
志
意
、堅
強
剛
毅
、足
以
斷
決
事
物
也
」【
執
、猶
ほ
斷
ず
る
が
ご
と
き
也
。

言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
志
意
を
發
起
し
、
堅
強
剛
毅
に
し
て
、
以
て
事
物
を
斷
決
す
る
に

足
る
也
】
と
あ
る
。

『
淮
南
子
』
主
術
に
、「
人
主
之
所
以
執
下
」【
人
主
の
下
を
執
る
所
以
】
と
あ

り
、
高
誘
は
、「
執
、
制
」
と
注
す
る
。

『
釋
名
』
釋
姿
容
に
、「
執
、
攝
也
、
使
畏
攝
己
也
」【
執
、
攝お
そ

る
る
也
、
己
を

畏ゐ
せ
ふ攝
せ
使
む
る
也
】
と
あ
る
。

『
廣
雅
』
釋
言
に
、「
執
、
脅
也
」
と
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
執
に
、
捕
縛
・
決
斷
・
制
御
・
脅
迫
等
の
意
味
が
あ
る
こ
と
が
知
れ

る
。
共
通
す
る
の
は
、外
か
ら
內
に
收
斂
・
緊
縮
す
る
意
向
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
執

鄙
」
は
、
邊
境
防
衞
を
固
め
る
意
味
で
あ
る
。

⑥
張
懋
鎔
は
以
上
の
よ
う
に
言
う
が
、
共
通
す
る
意
味
は
、「
抑
え
て
動
か
さ

な
い
」「
餘
計
な
行
動
を
と
ら
な
い
よ
う
に
、
押
さ
え
つ
け
る
」
意
で
あ
ろ
う
。

⑭
張
永
山
は
、『
老
子
』
三
十
二
章
の
「
執
大
象
、天
下
往
、往
而
不

、安
平
泰
」

【
大
象
を
執
ふ
れ
ば
、天
下
往
く
、往
き
て

せ
ず
、安
平
泰
】、『
莊
子
』
人
間
世
の
「
日

漸
之
德
不
成
、
而
況
大
德
乎
。
將
執
而
不
化
、
外
合
而
內
不

，
其
庸
詎
可
乎
」

【
日
漸
之
德
不
成
、
而
況
大
德
乎
。
將
執
而
不
化
、
外
合
而
內
不

，
其
庸
詎
可
乎
】、
お

よ
び
⑥
張
懋
鎔
が
引
く
の
と
同
じ
『
禮
記
』
曲
禮
の
「
執
」
字
に
、「
猶
守
也
」

と
注
す
る
の
を
例
と
す
る
。

「
啚
」
は
、
①
張
懋
鎔
・
趙
榮
・
鄒
東
濤
が
人
名
に
解
す
る
の
を
除
け
ば
、
み

な
「
鄙
」
と
釋
し
、
邊
境
の
意
と
す
る
。

「
寛
亞
」
の
解
釋
に
つ
い
て
、
②
吳
鎭

・
④
李
仲
操
・
⑦
王
輝
は
、「
亞
」
を

武
官
の
名
と
解
し
、「
廣
伐
東
國
、
齊
師
・
族
徒
・
遂
人
、
乃
執
鄙
寛
亞
」
を
一

句
に
斷
じ
て
、夷
が
「
廣
く
東
國
の
齊
・
族
・
遂
を
攻
擊
し
て
、そ
の
邊
境
の
「
寛
」

の
地
の
武
官
を
捕
え
た
」
と
解
釋
す
る
。「
寛
」
字
の
解
釋
が
少
し
異
な
り
、
吳

鎭

は
「
寡
」
に
釋
し
、
邊
鄙
の
邑
名
と
し
、
李
仲
操
と
王
輝
は
「
寛
」
と
釋
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
郊
鄙
の
邑
名
」
お
よ
び
「
國
族
名
」
と
い
う
。

官
と
し
て
の「
亞
」に
つ
い
て
は
、⑦
王
輝
が
詳
し
い
。甲
骨

の「
亞
雀
」（『
甲
』

三
九
四
二
）
等
に
つ
い
て
、姚
孝
遂
・
蕭
丁
『
小
屯
南
地
甲
骨
考
釋
』（
中
華
書
局
、

一
九
八
五
年
）
が
「
亞
之
職
掌
、
主
要
是
軍
旅
、
同
時
也
司
祭
祀
、
其
地
位
異
常

尊
崇
」【
亞
の
職
掌
は
、
主
に
軍
旅
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
祭
祀
を
司
り
、
そ
の
地
位
は
異

常
に
高
い
】
と
い
う
の
を
引
く
。
ま
た
『
粹
』（
一
一
七
八
）
で
郭
沫
若
が
「
殷
有

官
職
曰
亞
、
周
人
延
襲
其
制
」【
殷
に
亞
と
い
う
官
職
が
あ
り
、
周
人
は
そ
の
制
を
引

き
繼
い
だ
】
と
い
い
、『
書
經
』
の
「
亞
旅
」
等
々
の
用
例
を
列
擧
す
る
。
さ
ら
に



史
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婦
好
墓
か
ら
出
土
し
た
「
亞
其
」
等
々
を
受
け
た
、
曹
定
雲
「
亞
其
考
」（『

物

集
刊
』
一
九
八
〇
年
第
二
期
）
に
、「『
亞
』
是
一
種
武
職
官
名
、
擔
任
這
職
官
的

通
常
是
諸
侯
。
凡
擔
任
這
一
職
官
的
諸
侯
、
往
往
在
其
國
名
或
私
名
前
加
『
亞
』

字
或
圍
亞
形
。
此
種
諸
侯
之
地
位
在
一
般
諸
侯
之
上
」【『
亞
』
は
一
種
の
武
職
官
の

名
で
あ
り
、こ
の
職
官
に
就
く
の
は
通
常
は
諸
侯
で
あ
る
。
こ
の
職
官
に
就
く
諸
侯
は
、往
々

そ
の
國
名
あ
る
い
は
私
名
の
前
に
『
亞
』
字
を
加
え
た
り
ま
た
は
亞
形
で
圍
む
。
こ
の
種

の
諸
侯
の
地
位
は
一
般
の
諸
侯
よ
り
上
で
あ
る
】
と
い
う
。
ま
た
「
寛
」
に
つ
い
て
は
、

「
袁
」
あ
る
い
は
「
爰
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

⑯
方
述
鑫
は
、「
寛
亞
」
を
「
大
惡
」
と
訓
じ
て
、
邊
野
の
大
惡
人
を
捕
え
た

と
解
釋
す
る
。『
說

』
に
、「
寛
、
屋
寛
大
也
」
と
あ
る
。

⑤
李
學
勤
は
、「
鄙
」
を
邊
邑
と
取
り
、「
寛
」
を
「
遠
離
」、「
亞
」
を
「
禍

」

と
訓
じ
る
。「
寛
」
は
、『
國
語
』
周
語
の
「
以
敬
承
命
則
不
違
、以
恪
守
業
則
不
懈
、

以
恭
給
事
則
寛
於
死
、以
儉
足
用
則
遠
於
憂
」【
敬
を
以
て
命
を
承
れ
ば
則
ち
違
は
ず
、

恪
を
以
て
業
を
守
れ
ば
則
ち
懈
ら
ず
、
恭
を
以
て
事
に
給
す
れ
ば
則
ち
死
に
寛
く
、
儉
を

以
て
用
を
足
せ
ば
則
ち
憂
に
遠
し
】
の
注
に
、「
寛
、
猶
遠
也
」
と
あ
り
、「
惡
」
は
、

『
淮
南
子
』
說
林
の
「
病
熱
而
强
之
餐
、
救

而
飮
之
寒
、
救
經
而
引
其
索
、
拯

溺
而
授
之
石
、
欲
救
之
反
爲
惡
」【
熱
に
病
み
て
之
に
餐
を
强
ひ
、

を
救
は
ん
と
し

て
之
に
寒
を
飮
ま
し
、
經
く
び
く
くる
を
救
は
ん
と
し
て
其
の
索
を
引
き
、
溺
る
る
を
拯
は
ん
と
し

て
之
に
石
を
授
く
、之
を
救
は
ん
と
欲
し
て
反
っ
て
惡
を
爲
す
】
の
注
に
、「
惡
、猶

也
」

と
あ
る
の
を
根
據
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
邊
邑
お
よ
び
離
れ
た
所
の
被

を
守
る
」

と
解
釋
す
る
。
ま
た
上
に
記
し
た
よ
う
に
「
執
」
を
「
守
る
」
と
す
る
。

⑥
張
懋
鎔
は
、「
寛
」
を
『
爾
雅
』
釋
言
の
「
綽
」、『
說

』
の
「
緩
也
」
の

意
に
と
り
、「
亞
」
を
「
鄙
」
に
對
す
る
畿
內
の
地
で
あ
る
と
し
、
以
下
の
よ
う

に
考
證
す
る
。

『
尙
書
』
酒
誥
の
、「
越
在
外
服
、
侯
甸
男
衞
邦
伯
、
越
在
內
服
、
百
僚
庶

尹
惟
亞
惟
服
宗
工
、越
百
姓
里
居
、罔
敢
湎
于
酒
」【
越こ
こ

に
外
服
に
在
り
て
は
、侯
・

甸
・
男
・
衞
の
邦
伯
、
越
に
內
服
に
在
り
て
は
、
百
僚
・
庶
尹
・
惟
れ
亞
・
惟
れ
服
・

宗
工
越お
よ

び
、
百
姓
・
里
居
（
君
）、
敢
て
酒
に
湎ひ
た

る
こ
と
罔な

し
】
と
あ
り
、
殷
商
時

の
「
亞
」
は
內
服
の
官
員
で
あ
る
。
ま
た
「
뿫
簋
」（
集
成
四
二
一
五
）
に
、

「
王
曰
、
뿫
、命
女
（
汝
）
랡
（
司
）
成
周
里
人
眔
者
（
諸
）
侯
・
大
亞
」【
王

曰
く
、뿫
よ
、汝
に
命
じ
て
成
周
の
里
人
眔
び
諸
侯
・
大
亞
を
司
ら
し
む
】と
あ
り
、「
大

亞
」
は
內
服
の
王
宮
に
屬
し
て
い
た
。
ま
た
殷
墟
卜
辭
に
、「
東
土
受
年
」（
乙

編
三
二
八
七
）、「
南
土
受
年
」（
拓
片
）、「
西
土
受
年
」（
乙
編
九
四
六
七
＋

八
三
二
〇
、三
四
〇
九
）、「
北
土
受
年
」（
乙
編
三
九
二
五
）、「
亞
受
年
」（
乙

編
八
一
七
二
）
と
あ
り
、「
亞
」
は
商
の
王
畿
を
指
す
。
以
上
を
根
據
に
「
亞
」

は
「
國
都
以
外
、
邊
鄙
以
內
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
鄙
を
執ま
も

り
亞
を
寛ゆ
る

く
す
」
と
訓
じ
、軍
を
す
べ
て
邊
境
防
衞
に
派
遣
し
、

內
地
の
防
衞
が
疎
か
に
な
っ
た
意
で
あ
る
と
す
る
。
彼
も
「
執
」
を
「
守
る
」
と

解
し
て
い
る
。
な
お
『
尙
書
』
の
「
亞
」
は
人
を
指
し
て
い
て
地
域
名
で
は
な
い
。

⑭
張
永
山
は
、「
寛
」
と
「
亞
」
を
そ
れ
ぞ
れ
地
名
と
解
し
て
、「
邊
鄙
の
寛
と

亞
を
守
る
」
と
す
る
。
た
だ
し
こ
の
二
つ
の
地
名
の
考
證
を
全
く
し
て
い
な
い
。

以
上
、
諸
家
の
解
釋
を
紹
介
し
た
。
い
ず
れ
を
採
る
か
決
め
難
い
が
、「
執
」

を
素
直
に
「
捕
え
る
」
意
に
解
し
、
後
の
三
字
を
①
張
懋
鎔
・
趙
榮
・
鄒
東
濤
に

從
い
、
南
夷
の
人
名
と
み
な
す
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。
な
お
①
張
懋
鎔
・
趙
榮
・

鄒
東
濤
は
、「
啚
」
を
「
圖
」
と
釋
す
る
が
、
西
周
金

に
そ
の
例
は
な
い
。
字

形
の
ま
ま
に
釋
し
て
お
く
。
こ
の
史
密
簋
は
字
數
を
減
ら
す
た
め
に
種
々
語
句
を
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削
り
、か
な
り
省
略
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。後
の
部
分
で
も
、「
休（
た
ま
も
の
）」

の
具
體
的
記
載
が
な
い
。
こ
こ
で
は
①
張
懋
鎔
・
趙
榮
・
鄒
東
濤
が
似
た
銘

例

と
し
て
擧
げ
る
「
師
닄
簋
」
の
「
厥
邦
酋
」
等
に
類
す
る
語
や
、
固
有
名
詞
で
あ

る
こ
と
を
示
す
「
曰
く
」
等
の
字
を
略
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
乃
」
字
は
西
周
金

で
は
「
な
ん
じ
」
の
意
で
使
わ
れ
る
も
の
が
多
い
が
、

こ
こ
で
は
承
前
の
助
字
で
あ
る
。
つ
ま
り
あ
る
事
態
を
承
け
て
時
間
の
經
過
を
伴

い
な
が
ら
緩
や
か
に
そ
の
次
へ
と
推
移
し
た
こ
と
を
表
す
。
通
例
「
そ
こ
で
」
と

譯
す
。
時
に
困
難
を
と
も
な
い
、
ま
た
成
果
が
わ
ず
か
で
あ
っ
た
り
、
意
外
な
展

開
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。「
廣
伐
東
國
」
し
て
い
る
南
夷
に
對
し
て
、
齊
侯
は
周

に
急
を
吿
げ
る
一
方
、
動
員
令
を
發
し
て
反
擊
を
行
い
「
齊
師
・
族
徒
・
遂
人
」

の
部
隊
が
、
よ
う
や
く
夷
酋
の
三
名
、
啚
・
寛
・
亞
を
捕
え
た
の
で
あ
る
。
指
揮

し
た
の
は
齊
侯
自
身
か
あ
る
い
は
齊
侯
か
ら
指
揮
を
任
さ
れ
た
人
物
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
中
央
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
い
わ
ば
總
司
令
官
で
あ
る
師
俗
・
史
密
の
指
揮

の
下
で
、
そ
の
他
の
國
々
の
軍
を
合
わ
せ
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
敵
の
本
隊
の
集

結
地
で
あ
る
長
必
を
、
軍
を
二
分
し
て
包
圍
攻
擊
し
た
の
で
あ
る
。

師
俗
䢦
（
率
）
齊
밍
（
師
）
述
（
遂
）
人
、左
□
（
周
）
伐
長
必
、史
密
右
、

䢦
（
率
）
族
人
釐
（
萊
）
白
（
伯
）
僰
됎
（
䧅
）、
周
伐
長
必
、
隻
（
獲
）

百
人
、

軍
を
二
分
し
左
右
か
ら
長
必
を
包
圍
攻
擊
し
、
史
密
は
百
人
を
捕
虜
と
し
た
こ

と
を
い
う
。
不
鮮
明
で
讀
め
な
い
字
は
、
後

か
ら
見
て
「
周
」
で
あ
ろ
う
。

「
周
」
は
、
め
ぐ
る
・
と
り
ま
く
の
意
。
よ
っ
て
「
周
伐
」
は
、
他
に
用
例
を

み
な
い
が
、
包
圍
攻
擊
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

長
必
の
地
が
不
明
で
あ
る
。
史
書
に
そ
の
名
を
見
な
い
。
⑦
王
輝
は
、
こ
の
器

に
見
え
る
國
族
名
の
位
置
か
ら
、
ま
ず
そ
の
範
圍
を
、
齊
の
都
臨
淄
の
周
圍
、
東

は
平
度
・
卽
墨
、
北
は
勃
海
、
南
は
黃
海
、
今
の
山
東
半
島
東
部
の

坊
・
靑
島
・

淄
博
の
あ
た
り
と
限
定
し
て
い
る
。
つ
い
で
こ
の
範
圍
內
で
「
必
」
に
音
の
近
い

地
名
は
、「
密
」
し
か
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、

古
音
は
、「
必
」
が
「
質
部
幫
紐
」、「
密
」
が
「
質
部
明
紐
」、
甲
骨

で
は

必
と
密
は
通
用
し
、『
殷

粹
編
』
一
五
三
に
、「
卽
大
柲
」【
大
柲
に
卽
く
】

と
あ
り
、
뼈

（
集
成
五
三
八
八
・
五
三
八
九
）
に
、「
用
쀊
于
乃
姑

」【
쀊

を
乃
が
姑
の

に
用
ふ
】
と
あ
り
、「
柲
」「

」
ど
ち
ら
も
神
を
祀
る
室
の
こ

と
で
あ
る
。『
說

』
段
注
に
、「

、
經
典
作
密
」【

、
經
典

密
に
作
る
】

と
あ
る
。

こ
と
を
述
べ
、
つ
い
で
「
密
水
」
お
よ
び
「
密
」
字
に
關
わ
る
地
名
を
擧
げ
る
。

『
水
經
』

水
に
、「（

水
）
又
北
過
高
密
縣
西
」【
又
た
北
し
て
高
密
縣
の

西
を
過
る
】
と
あ
り
、
注
に
、「
應
劭
曰
、
縣
有
密
水
、
故
有
高
密
之
名
也
、

然
今
世
所
謂
百
尺
水
者
、
蓋
密
水
也
」【
應
劭
曰
く
、
縣
に
密
水
有
り
、
故
に
高

密
の
名
有
る
也
、
然
ら
ば
今
の
世
の
所
謂
百
尺
水
な
る
者
、
蓋
し
密
水
な
ら
ん
也
】

と
い
う
。
ま
た
「（

水
）
又
北
過
淳
于
縣
東
」【
又
た
北
し
て
淳
于
縣
の
東
を

過
る
】
と
あ
り
、
注
に
、「

水
又
北
左
會
汶
水
、
北
過
平
城
亭
西
、
又
東

北
逕
密
鄕
亭
西
。『
郡
國
志
』
曰
、
淳
于
縣
有
密
鄕
。『
地
理
志
』
皆
北
海
之

屬
縣
也
。
應
劭
曰
、
淳
于
縣
東
北
六
十
里
、
有
平
城
亭
、
又
西
四
十
里
有
密

鄕
亭
、
故
縣
也
。

水
又
東
北
、
逕
下
密
縣
故
城
西
、
城
東
有
密
阜
。『
地

理
志
』
曰
、
有
三
石
山
祠
。
餘
按
、
應
劭
密
者
水
名
是
、
有
下
密
之
稱
、
俗



史
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以
之
名
阜
、
非
也
」【

水
又
た
北
し
左
し
て
汶
水
に
會
し
、
北
し
て
平
城
亭
の
西

を
過
る
、
又
た
東
北
し
て
密
鄕
亭
の
西
を
逕
る
。『
郡
國
志
』
に
曰
く
、
淳
于
縣
に
密

鄕
有
り
。『
地
理
志
』
に
、
皆
な
北
海
の
屬
縣
也
と
。
應
劭
曰
く
、
淳
于
縣
の
東
北

六
十
里
に
、
平
城
亭
有
り
、
又
た
西
四
十
里
に
密
鄕
亭
有
り
、
故
の
縣
也
。

水
又

た
東
北
し
、
下
密
縣
故
城
の
西
を
逕
る
、
城
東
に
密
阜
有
り
。『
地
理
志
』
に
曰
く
、

三
石
山
祠
有
り
と
。
餘
按
ず
る
に
、
應
劭
の
密
な
る
者
は
水
名
な
り
は
是
な
り
、
下

密
の
稱
有
り
て
、
俗
に
之
を
以
て
阜
と
名
づ
く
る
は
、
非
也
】
と
い
う
。

密
鄕
・
密
阜
・
下
密
・
高
密
、
み
な
密
水
に
因
ん
で
名
づ
け
て
い
る
。「
長
密
」

も
必
ず
こ
の
密
水
流
域
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
論
を
展
開
し
て
、
密
水
流
域
に
あ
っ
た
と
す
る
。

⑭
張
永
山
は
、
南
夷
の
行
軍
經
路
を
地
形
か
ら
推
測
し
、
さ
ら
に
齊
と
竝
ぶ
西

方
の
大
國
の
魯
が
こ
の
討
伐
軍
に
加
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
等
を
勘
案
し
て
、
沂
水

流
域
の
某
地
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

史
密
が
率
い
た
の
は
「
族
人
」
と
、
釐
伯
・
僰
・
됎
で
あ
る
。

「
族
人
」
は
前

に
見
え
る
「
族
徒
」
と
同
じ
く
、
王
族
や
貴
族
の
私
兵
を
指

す
語
で
あ
る
。
な
ぜ
語
を
か
え
た
の
か
說
明
で
き
な
い
が
、
族
徒
と
族
人
の
意
味

に
違
い
は
な
い
。

「
釐
伯
」
は
「
萊
伯
」
で
あ
る
。「
釐
」
を
『
爾
雅
』
釋
草
は
、「
蔓
華
」
と
い
い
、

ま
た
『
說

』
に
は
、「
萊
、
蔓
華
也
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
郝
懿
行
『
爾
雅
義
疏
』

は
、「
萊
與
釐
、
古
同
聲
」
と
い
う
。『
通
志
』
氏
族
略
・
萊
氏
に
、「
子
爵
、
其

俗
夷
、
故
亦
謂
之
萊
夷
。
今
登
州
黃
縣
東
南
二
十
五
里
有
故
黃
城
、
是
萊
子
國
。

襄
六
年
、
齊
滅
之
。
子
孫
以
國
爲
氏
、
晉
有
大
夫
萊
駒
、
漢
有
萊
章
」【
子
爵
、
其

の
俗
は
夷
、
故
に
亦
た
之
を
萊
夷
と
謂
う
。
今
の
登
州
黃
縣
の
東
南
二
十
五
里
に
故
黃
城

有
り
、
是
れ
萊
子
國
な
り
。
襄
六
年
、
齊

之
を
滅
ぼ
す
。
子
孫

國
を
以
て
氏
と
爲
し
、

晉
に
大
夫
萊
駒
有
り
、
漢
に
萊
章
有
り
】
と
あ
る
。
今
の
山
東
黃
縣
で
あ
る
。
な
お
、

黃
縣
東
南
の
魯
家
溝
か
ら
、「
釐
伯
鼎
」（
集
成
二
〇
六
七
）
が
出
土
（
一
八
九
六

年
）
し
て
い
る
こ
と
を
⑤
李
學
勤
は
傍
證
に
擧
げ
る
。
な
お
、『
通
志
』
は
子
爵

と
記
す
が
、
こ
こ
で
は
「
伯
」
と
稱
さ
れ
て
い
る
。

「
僰
」
は
「
棘
」
に
同
じ
で
、
今
の
山
東
淄
博
の
近
く
に
あ
っ
た
國
。『
禮
記
』

王
制
に
、「
屛
之
遠
方
、
西
方
曰
棘
、
東
方
曰
寄
、
終
身
不
齒
」【
之
を
遠
方
に
屛
し
り
ぞ
け
、

西
方
を
棘
と
曰
い
、
東
方
を
寄
と
曰
い
、
終
身
齒
よ
は
ひ
せ
ず
】
と
あ
り
、
鄭
玄
は
、「
棘
當
僰
、

僰
之
言
偪
、
使
之
偪
寄
於
夷
戎
、
不
屛
於
南
北
、
爲
其
大
遠
」【
棘
は
當
に
僰
な
る

べ
し
、
僰
の
言
は
偪せ
ま

る
、
之
を
し
て
夷
戎
に
偪
寄
せ
使
む
。
南
北
に
屛
け
ざ
る
は
、
其
れ

大
い
に
遠
し
と
爲
せ
ば
な
り
】
と
注
す
る
。
つ
ま
り「
棘
」と「
僰
」は
同
字
で
あ
る
。

『
左
傳
』
昭
公
十
年
に
、「
桓
子
召
子
山
、
私
具
幄
幕
器
用
從
者
之
衣

、
而
反

棘
焉
」【
桓
子

子
山
を
召
す
、
私
に
幄
幕
器
用
・
從
者
の
衣い

く

を
具
え
て
、
棘
を
反か
へ

す
焉
】

と
あ
り
、
鄭
玄
は
、「
棘
、
子
山
故
邑
、
齊
國
西
安
縣
東
有
㦸
里
亭
」【
棘
、
子
山

の
故
邑
、
齊
國
西
安
縣
の
東
に
㦸
里
亭
有
り
】
と
注
す
る
。
後
漢
の
西
安
縣
は
、
今
の

山
東
淄
博
の
東
で
あ
る
。『
左
氏
會
箋
』
は
、「
今
臨
淄
縣
西
北
有
棘
里
亭
」
と
注

す
る
。

「
됎
」
字
は
他
書
に
見
え
な
い
。
字
形
の
近
い
字
が
師
닄
렉
（
集
成

四
三
一
三
・
四
三
一
四
）
に
あ
り
、そ
の
銘

に
、「
今
余
肇
令
（
命
）
女
（
汝
）、

䢦
（
率
）
齊
帀
（
師
）・
됫
（
紀
）・
𠩺
（
萊
）・
僰
、됉
（
殿
）
左
右
虎
臣
、正
（
征
）

淮
尸
（
夷
）」【
今
余
肇
め
て
汝
に
命
ず
、
齊
師
・
됫
（
紀
）・
𠩺
（
萊
）・
僰
を
率
い
、
左

右
虎
臣
を
됉
（
殿
）
と
し
、
淮
夷
を
征
せ
よ
】
と
あ
る
。
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多
く
が
國
族
名
と
解
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、
⑪
劉
釗
は
、「
됏
」（
殿
）
に
釋

し
、「
殿し
ん
が
り軍
」
の
意
味
に
と
る
。
そ
の
說
を
以
下
に
要
約
す
る
。

「
됎
」
字
は
、「
尸
」
に
從
い
「
밍
」
に
從
う
。「
밍
」
は
「
堆
」「

」
の

古
字
で
あ
る
。
甲
骨

に
「
庭
밍
」
の
語
が
あ
り
、
裘
錫
圭
は
こ
れ
を
「
庭

殿
」
と
讀
む
。「
됎
」
字
を
「
됏
」
と
釋
せ
ば
、「
殿
」
と
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
⑪
劉
釗
は
、上
記
の
師
닄
렉
の
「
됉
」
も
同
樣
に
「
됏
」（
殿
）
と
釋
し
、

「
左
右
虎
臣
を
殿
と
し
」
と
讀
み
、「
殿
」
を
動
詞
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
史

密
簋
」
で
は
動
詞
に
は
讀
め
な
い
。
名
詞
の
「
殿
軍
」
と
す
る
と
具
體
性
に
缺
け
、

實
體
が
不
明
で
あ
る
。
⑪
劉
釗
は
、「
殿
周
」
で
句
を
切
り
、「
周
朝
の
軍
隊
を
殿

軍
と
し
た
」
と
說
明
す
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
銘

の
冒
頭
に
周
の
い
わ
ば
正

規
軍
に
つ
い
て
言
及
が
な
い
の
か
。
ま
た
「
周
師
」
と
稱
す
る
は
ず
で
あ
る
。
王

は
た
だ
こ
の
遠
征
の
司
令
官
だ
け
を
任
命
し
、
實
際
に
率
い
た
の
は
地
方
の
軍
の

み
で
あ
る
。

や
は
り
「
됎
」
字
は
國
族
名
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑬
張
世
超
は
、「
됎
」
字
を
、「
尸
」
に
從
う
、「
밍
」
の
聲
と
し
、「
氐
羌
」
の

「
氐
」
の
字
で
あ
る
と
い
う
。「
밍
」
に
は
二
音
が
あ
り
、「
밍
（
師
）」
と
「
氐
」

の
古
音
は
と
も
に
脂
部
に
屬
し
、「
밍
（
堆
）」
と
「
氐
」
は
同
じ
端
紐
に
屬
し
て

お
り
、
こ
の
二
音
が
「
됎
」
字
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
、
と
說
明
す
る
。
ま
た
「
師

닄
렉
」
の
「
됉
」
字
は
、
字
形
か
ら
「
氐
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

た
だ
し
史
密
簋
の
「
됎
」
は
、
字
形
か
ら
「
氐
」
に
讀
む
の
は
無
理
が
あ
る
。
ま

た
當
時
の
氐
が
山
東
に
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
說
に
は
贊
成
で
き
な
い
。

⑬
張
世
超
は
さ
ら
に
、『
後
漢
書
』
杜
篤
傳
に
、「
捶
驅
氐
僰
」【
氐
僰
を
捶
驅
す
】

と
あ
る
の
を
引
い
て
、
西
周
中
晩
期
の
氐
・
僰
は
今
の
「
陝
・
甘
・
川
交
界
地
區
」

に
い
て
周
に
服
屬
し
て
お
り
、
そ
こ
は
史
密
の
領
地
で
あ
る
安
康
（
史
密
簋
の
出

土
地
）
に
近
く
、
周
王
が
史
密
に
、「
族
人
」
と
「
僰
・
氐
」
を
率
い
て
「
東
征
」

さ
せ
た
の
だ
と
い
う
。

⑭
張
永
山
は
、「
尸
」
は
夷
人
の
一
種
の
專
稱
で
あ
る
の
で
、
山
東
地
區
に
あ
っ

た
「
夷
國
」
で
あ
る
と
す
る
。「
紀
人
伐
夷
」（『
左
傳
』
隱
公
元
年
）
の
「
夷
」
に
、

杜
預
は
、「
夷
國
在
城
陽
壯
武
縣
」
と
注
し
、『
左
氏
會
箋
』
は
、「
夷
國
之
地
、

漢
置
夷
安
縣
、
在
今
萊
州
府
高
密
縣
境
、
與
卽
墨
縣
西
莊
武
相
近
」【
夷
國
の
地
、

漢

夷
安
縣
を
置
く
、
今
の
萊
州
府
高
密
縣
の
境
に
在
り
て
、
卽
墨
縣
の
西
、
莊
武
と
相

い
近
し
】と
い
う
。『
世
本
』に
こ
の
夷
國
は
妘
姓
と
あ
る
。
こ
の
銘

中
の「
됎
」

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

國
族
名
と
し
て
、ま
た
春
秋
の
夷
國
で
あ
れ
ば
、場
所
と
し
て
も
矛
盾
し
な
い
。

今
こ
の
說
を
採
る
こ
と
に
す
る
。
で
は
な
ぜ
「
尸
」
と
書
か
な
か
っ
た
の
か
。
そ

れ
は
討
伐
の
對
象
で
あ
る
「
南
尸
（
夷
）」
と
字
を
區
別
す
る
た
め
に
、「
밍
」
を

加
え
た
の
で
あ
る
。『
玉
篇
』
に
、「
䧅
」
字
が
あ
り
、「
地
名
」
と
い
う
も
の
の
、

そ
の
具
體
的
な
說
明
は
な
い
が
、「
됎
」
の
後
代
の
字
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

通
例
、
金

の
「
尸
」
を
「
夷
」
と
釋
す
る
の
で
、
混
亂
を
さ
け
る
た
め
、
こ
こ

で
は
今
の
山
東
に
あ
っ
た
夷
國
を
指
す
「
됎
」
字
を
「
䧅
」
と
表
示
す
る
。

對
揚
天
子
休
、
用
乍
（
作
）
朕

考
乙
白
（
伯
）
깻
렉
（
簋
）、
子
二
孫
二

其
永
寶
用
、

天
子
の
賞
賜
に
こ
た
え
て
、
こ
の
器
を
作
っ
た
こ
と
を
い
う
。

金

常
用
の
句
で
あ
る
。
た
だ
し
通
例
は
直
前
に
賞
賜
の
內
容
が
記
さ
れ
る
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が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
が
な
い
。
下
賜
さ
れ
た
物
の
名
も
な
く
、
册
命
も
な
く
、
吉

金
を
賜
っ
た
と
い
う
語
も
な
い
。
略
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
異
例
で
あ
る
。

「

考
」
は
德
行
の
あ
る
父
の
意
。「
乙
伯
」
の
名
は
他
に
、
뒛
仲
簋
（
集

成
三
六
二
〇
）・
師
酉
簋
（
集
成
四
二
八
八
―
四
二
九
一
）・
詢
簋
（
궳
簋
）

（
集
成
四
三
二
一
）・
師
詢
簋
（
集
成
四
三
四
二
）・
師
永
盂
（
永
盂
）（
集
成

一
〇
三
二
二
）、
師
酉
鼎
（
新
收
一
六
〇
〇
）
に
も
見
え
る
が
、
す
べ
て
別
人
で

あ
ろ
う
。

訓
讀惟

れ
十
又
一
月
、
王

師
俗
・
史
密
に
命
じ
て
曰
く
、
東
征
し
、
南
夷
を
㪉う

て

と
。
盧
・
虎
、
杞
夷
・
舟
夷
に
會
し
、
讙
か
ま
び
すし
く
質つ
つ

し
ま
ず
、
廣
く
東
國
を
伐
つ
。

齊
師
・
族
徒
・
遂
人
、
乃
ち
啚
・
寛
・
亞
を
執
ら
ふ
。
師
俗
は
齊
師
・
遂
人
を
率

ゐ
て
左
し
、
長
必
を
周
伐
し
、
史
密
は
右
し
て
、
族
人
・
萊
伯
・
僰
・
䧅
を
率
ゐ
、

長
必
を
周
伐
し
、
百
人
を
獲
た
り
。
天
子
の
休
に
對
揚
し
、
用
て
朕
が

考
乙
伯

の
깻
簋
を
作
る
、
子
子
孫
孫
其
れ
永
く
寶
用
せ
よ
。

譯
こ
れ
は
十
一
月
の
こ
と
、
王
が
師
俗
と
史
密
に
命
じ
て
言
っ
た
、「
東
征
し
、

南
夷
を
伐
て
」
と
。
盧
と
虎
が
、
杞
夷
・
舟
夷
と
連
合
し
、
騷
ぎ
立
て
て
お
と
な

し
く
せ
ず
、
廣
く
東
の
國
々
を
攻
め
ま
わ
っ
た
。
齊
師
・
族
徒
・
遂
人
は
、
そ
こ

で
啚
・
寛
・
亞
を
捕
ま
え
た
。
師
俗
は
齊
師
・
遂
人
を
率
い
て
左
よ
り
、
長
必
を

包
圍
攻
擊
し
、
史
密
は
右
よ
り
、
族
人
・
萊
伯
・
僰
・
䧅
を
率
い
て
、
長
必
を
包

圍
攻
擊
し
、
百
人
を
捕
虜
と
し
た
。
天
子
の
賜
物
に
お
應
え
し
て
、
そ
れ
に
よ
り

我
が

考
乙
伯
の
깻
簋
を
作
っ
た
。
子
々
孫
々
い
つ
ま
で
も
寶
と
し
て
用
い
る
よ

う
に
。

（
大

工
業
大
學
敎
授
）


